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令和５年第３回太地町議会定例会会議録 

（第２日） 

○開会期日  令和５年９月１３日午前９時００分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○会議の場所  太地町議会議場 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 出席議員（１０名） 

   １番 漁 野 尚 登 君      ２番 森 岡 茂 夫 君 

   ３番 海 野 好 詔 君      ５番 久 原 拓 美 君 

   ６番 塩 崎 伸 一 君      ７番 三 原 勝 利 君 

   ８番 筋 師 光 博 君      ９番 花 村   計 君 

  １０番 水 谷 育 生 君     １１番 福 田 忠 由 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員（０名） 

   な         し 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○出席した事務職員は次のとおり 

   事 務 局 長  漁 野 チエミ 君     書    記 松 本   悟 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長  三 軒 一 高 君  副 町 長  漁 野 洋 伸 君 

会 計 管 理 者  執 行 貴 弘 君  総 括 課 長  久 保 亨 一 君 

総務課副課長  森 本 直 樹 君  総 務 課 主 査  和 田 正 希 君 

住民福祉課長  下 津 公 広 君  住民福祉課企画員  稲 藪 江 美 君 

産業建設課長  山 下 真 一 君  産業建設課副課長  脊 古   景 君 

産業建設課副主幹  奥 田 耕 司 君  産業建設課主査  井 上 正 哉 君 

くじらの博物館長  稲 森 大 樹 君  くじらの博物館副館長  中 江   環 君 

教 育 長  宇佐川 彰 男 君  教 育 次 長  漁 野 文 俊 君 

教育委員会主幹  櫻 井 敬 人 君  代表監査委員  宇 下 和 宏 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○本日の会議に付した事件 

  日程第１５ 認定第 １号 令和４年度太地町一般会計歳入歳出決算 

  日程第１６ 認定第 ２号 令和４年度特別会計太地町国民健康保険事業歳入歳出決算 
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  日程第１７ 認定第 ３号 令和４年度特別会計太地町介護保険事業歳入歳出決算 

  日程第１８ 認定第 ４号 令和４年度特別会計太地町後期高齢者医療事業歳入歳出決算 

  日程第１９ 認定第 ５号 令和４年度特別会計太地町都市計画公共下水道事業歳入歳出 

               決算 

  日程第２０ 認定第 ６号 令和４年度特別会計太地町くじらの博物館事業歳入歳出決算 

  日程第２１ 認定第 ７号 令和４年度企業会計太地町水道事業会計決算 

  日程第２２ 議員派遣の件 
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△開  会  午前９時００分 

○議長（福田忠由君） 

  おはようございます。ただいまから再開いたします。本日の会議を開きます。 

                                           

△日程第１５ 認定第１号 

○議長（福田忠由君） 

  昨日に引き続き、議案の審議を続行いたします。 

  昨日の農林水産業費の質疑の中で、町長より答弁漏れの申出があります。答弁願います。

山下産業建設課長。 

○産業建設課長（山下真一君） 

  前日の６款のところで、答えれておりませんでした件について回答させていただきます。

まず、１１５ページのところで、荷捌施設の実績を申し上げました。その際、イセエビにつ

いて疑義が生じておりましたので、こちらのほうを訂正させていただきたいと思います。私

が２４３．１キロ、額にして１４０万９，８２３円と回答いたしましたが、調べましたら４，

１９９．１キロ、３，２７４万２，５７５円でございました。すみません。後、もう１か所、

漁協に確認したところ、１点訂正ということで申しつかった部分がありまして、そちらのほ

うについても訂正させていただきます。アワビのところで、額を１９４万４，００８円と申

し上げましたが、これにつきましては、２４８万２，８８６円でございました。訂正いたし

まます。引き続きまして、１１６ページで塩崎議員よりヒロメの場所のほうを伺ったところ

ですが、こちらにつきましては、太地漁港内の向嶋から赤堤へつながる箇所の前ぐらいとい

うことになっておりました。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  次に、土木費について質疑を行います。１２３ページから１３１ページです。質疑ありま

せんか。１番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  １２３ページの２節、報酬、これ何名分なのか。それと、これも報酬、１２６ページの道

路維持費の会計年度任用職員の何名分なのかということと、それから、１２７ページの下か

ら２番目の平見地区の排水関係調査委託料についての結果というんですか、それの説明をお

願いします。それと、１２８ページの急傾斜保全事業費の県事業負担金４１万２，０００円

の説明もお願いします。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  井上産業建設課主査。 

○産業建設課主査（井上正哉君） 
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  １２３ページの報酬なんですけども、こちら２名分となっております。続きまして、１２

６ページの１節、報酬なんですけども、こちらも２名分となっております。続きまして、１

２７ページ、委託料、平見地区排水関係調査委託料なんですけども、こちら平見地区の網代

崎とか、そちら辺のほうの部分を排水路の調査、断面等の調査しまして、水路の台帳を整備

しました。調査する中で、当初、網代崎地区のほうで逆流箇所があるということで、その辺

も調査しました。その結果、上流側より下流、流末側のほうがちょっと断面が小さくなって

いるという部分がありまして、そちら、支線がちょっと途中にあるんで、そちらに切り替え

るとか、そういう対策もあるということで、何案か対策の方法もコンサルのほうから出して

いただいておりますので、その辺、今後進捗させていかせていただきます。続きまして、１

２８ページの県事業負担金ですけども、こちら昨年度に引き続きまして、小規模土砂災害事

業負担金として楠木谷、向井清六さんとこの下の法面の対策工事をしていただきました。令

和４年度で終了しております。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。３番、海野君。 

○３番（海野好詔君） 

  決算の内容じゃないんですけれども、先日、住民からまちが汚くなってきているというよ

うな話を聞きました。僕もそれを聞いてちょっとショックだったんですけれども、何が汚い

のかというのが現実によく分からなかったんですけど、ごみだとか草とかということなんで

す。昔だったら、今までよりも住宅が多くて人も住んでたんで、その前の道とかというのは

住民の方が掃除していたのかなと。今、どんどん、どんどん家が取り壊されて空き家でも平

地になってしまっていると思うんですね。だから、そこら辺で家が建ってあるときよりも空

き地のほうがそういう汚く見えるのかなとは僕自身考えるんですけれども、そこら辺がちょ

っと住民の方の話もよく分からなかったんですけど、そこら辺どうなのかなって。草のほう

も、僕も気つけば井上主査のほうにお願いしたり、また、総務のほうで町有地をお願いした

りするんですけれども、以前、過去に掃除をやってた方というのは、自分でノートをつけて、

大体何月にここら辺を草刈ってるよ、何日にというふうにやってたみたいですね。それで、

毎年、毎年、そういう状態で定期的にやってたという話を聞いてます。ほかに草が生えてき

たときも、今まで定期的に刈ってくれてたんですけどねという話もありました。だから、そ

こら辺、以前にも町長に町内を循環するような土木作業員というんですか、そういうような

方をどうですかという話もさせていただきました。それが無理なら無理で、やっぱり清掃作

業員のいっぱいあるんで、なかなか草刈るだけで夏は大変だと思うんですけれども、やはり、

住民が住む上できちっと環境をよくしてきれいにしていくというのもまちづくりかなと思う

んで、そこら辺も考えていただきたいなというように思います。 
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○議長（福田忠由君） 

  漁野副町長。 

○副町長（漁野洋伸君） 

  海野さん、まち、よりよくきれいにということだと思います。現実問題、その空き家、空

き地とかが増えて、以前よりも住民からの苦情も多少多くなっております。その都度、総務

課なり、各課からこういう苦情がありますので、よろしく管理、ご対応願いますというのは

出しているところなんですけれども、やはり、それではなかなか追いつかない部分もあると

思います。まちづくりにおいて、景観とかそういう衛生面考えて、やはりきれいにするとい

うのは非常に大事なことだと思いますので、どのようなことができるのか、ちょっと考えて、

今でもやっているつもりではおるんですけれども、よりきめ細かくやれたらなということで、

ちょっと努力していきますのでよろしくお願いします。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。２番、森岡君。 

○２番（森岡茂夫君） 

  １２６ページ、備考の上から２行目なんですが、道路台帳の補正委託料、これはどういう

補正なのか教えてください。私自身も設計活動をやってて、道路台帳の幅員が大きく違って

るのがありましたけど、そういうのを今いちいち点検してるのかどうかお答えください。そ

れから、１２７ページの備考の下から三つ目、測量設計及び図面作業というの、これがどこ

の部分なのか。それから、平見地区の排水関係調査なんですが、これ私もたびたび一般質問

で取り上げておりますが、２年前だったですか、中学校の通学路のすぐ手前あたり、雑賀さ

んあたりですね、あそこで側溝から宅地に逆流したことがありましたけど、今回の調査でそ

れの原因というのは分かりましたか。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  井上産業建設課主査。 

○産業建設課主査（井上正哉君） 

  １２６ページの道路台帳の補正なんですけども、こちら基本的には新しく道路が追加され

たとか、改良されたとか、そういうとこを補正しておりまして、今回、この補正の中で、今

まで道路台帳、紙ベースだったんで、それをデータ化させていただきました。なので、その

分の費用が多くなっております。続きまして、１２７ページ、測量設計図面作成業務委託料

なんですけども、こちら細かい道路の測量、工事の測量とかさせていただいてるんですけど

も１２８ページの田ノ尻５号線法面改修工事に係る工事の図面等を作成していただいたりし

ております。その下の平見地区排水関係調査委託料なんですけども、先ほど議員さんおっし

ゃっていただいたとこ、その部分の地区を今回調査させていただきまして、上流側より流末
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側のほうが、あそこからちょっといったところから海に排水してるんですけども、そちらの

断面が上流側よりちょっと小さく径がなっておりまして、かつ鋭角に折れているとこがある

んで、その辺で水の勢いが殺されて側溝の上まで、ゾーンまで、８割以内にはおさまってい

るんですけども、きてたのかなというところで、その対策として上流側で分岐、分岐できる

ような箇所がありまして、そこに側溝あるんですけども、そちら壁で仕切られておるんで、

そこを抜いてあげれば、そこに流れる水路も短いのかなとか、そういう何案か検討案いただ

いておりますので、そちらの中でどれがいいのか判断しているところです。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。２番、森岡君。 

○２番（森岡茂夫君） 

  昨日、上下水道の台帳のデータ化という話がありました。あれ、災害時にはとてもあれが

あるのとないのとでは復旧の速度が全然違うわけですが、そのときにも、議会が終わった後

に山下課長に質問させてもらったんですが、データ化というのが、今まである台帳をただス

キャニングするだけなのか。スキャニングするだけだと、それを使おうとしたときに寸法だ

とか断面の形状が分からない、形状は分かりますけど、寸法が分からない。今回の１２６ペ

ージの道路台帳も単なるスキャニングだけであれば、それも大きな前進なんですけど、その

先に行こうと思ったら、いわゆる長さとか深さが計測できるデータ化というのが必要になっ

てくるんですけど、今どのレベルのデータ化をやってるんでしょうか。 

○議長（福田忠由君） 

  井上産業建設課主査。 

○産業建設課主査（井上正哉君） 

  データにつきましては、おっしゃったようにＰＤＦのデータとＣＡＤのデータでＣＡＤの

ソフトがあれば長さとか、距離とか、幅とか、その辺を確認できるような状態になっており

ます。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  土木費について、質疑を終わります。次に、消防費について、質疑を行います。１３１ペ

ージから１３５ページです。質疑ありませんか。１番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  １３２ページの役務費の物品配送料の８８０円というのは何なんですか。それから、消防

団員のまず、また人数を、令和４年度の人数をお願いします。それと、１３３ページの備品
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購入費で無停電電源装置１７万１，２７０円と酸素ボンベの８万８５０円についての説明を

お願いします。それと、１３５ページの委託料、専科教育機関科研修委託料、この２，６０

０円についての説明をお願いします。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  森本総務課副課長。 

○総務課副課長（森本直樹君） 

  １３２ページから役務費の物品配達料ですけども、令和４年度におきまして、救急隊員の

活動服、これを購入させていただきました。そのときの送っていただく配送料という、送料

が必要だったので計上させていただいてます。１３３ページ、団員数でございます。令和５

年３月３１日の人数としまして１２７名です。１７節、備品購入費、無停電電源装置、こち

らにつきましては、１１９番を受ける電話機があるんですけども、ＩＰ電話の電話機です。

こちらが停電した場合に備えるための無停電装置となります。その下、酸素ボンベ、こちら

救急活動で使用するボンベです。車内搭載用であったり、現場に直接持っていくような小型

のボンベになるんですけども、酸素吸入を行う際に必要となりますので購入したものですけ

ども、これが、これまで使ってたものが老朽化していたというところで新たに新調したもの

でございます。１３５ページお願いします。委託料、専科教育機関科研修委託料ということ

で、こちら消防団活動の一環なんですけども、消防学校のほうに機関科ということで、そう

いった消防の車両の仕組みとか、そういった機関科に関する研修のほうを消防団員２名が参

加しております。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  消防費について、質疑を終わります。次に、教育費について、質疑を行います。１３６ペ

ージから１６０ページです。１番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  １３６ページ、報酬、これも何名分なのかということです。それと、１３７ページの７節、

報償費なんですけども、カウンセリング報償費というのがなくなってるんですけども、去年

質問したら田辺、田工の先生がやっとるということだったんですけど、どうなっているのか。

それから１３８ページの需用費の一番下、上から３行目、教職員住宅、清涼庵の修繕費が４

３万２，１３０円ということで説明をお願いします。それから、１３９ページの１８節の一

番下と下から２番目の郡市連合音楽会・会場使用料補助金というのと、太地町育英会補助金

の説明をお願いします。それから、１４０ページの一番上の英語指導助手渡航時負担金とい
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うの、これ交通費ですか。交通費支払ってまで来てもらってるんですね。ちょっと説明をお

願いします。それから、学校管理費の報酬、これも何名分なのか。１，０１７万９，１０２

円、内訳もお願いします。それから、小学校の令和４年度の生徒数、１４１ページの需用費

の下から２番目、校舎校具等維持修理費１４３万８２７円の説明もお願いします。１４３ペ

ージの太陽光パネル、これはまだ何年になるのかというのと耐用年数、それから、ＭＡＤＥ 

ＩＮどこなのか。それから、１３節の卒業遠足バスの説明をお願いします。それから、１４

２ページの工事費、家庭科室改修工事についての説明をお願いします。１４５ページの中学

校費なんですけども、これも令和４年の生徒数をお願いします。それから、１４６ページの

需用費のテーブルマナー習得講習会、毎年聞いてとるんですけど、これどこでやったのか。

これは、役に立ってるのかなと僕思うんやけど、どんなんですか。その下のほうの校舎校具

等維持修繕費２４６万２，９０９円の説明もお願いします。それと１４８ページの１３節、

社会見学と卒業遠足についての説明をお願いします。それから、その下のほうの工事請負費

の音楽室照明取替修繕、それと、備品購入費１１８万８，８２０円の増ということで説明を

お願いします。１５１ページの１３節、フィルム借上料２０万円についての説明をお願いし

ます。これ忘れたので再度説明してほしいんですけど、繰出金、くじらの博物館事業会計繰

出１，９６８万２，５００円の説明もお願いします。それと、１５２ページの７節の非常勤

主事報償金３３万６，０００円と、文化講演会講師謝金１２万円の説明もお願いします。そ

れから、１５３ページの町歴史資料調査旅費１７万７，２５０円の説明もお願いします。そ

れから、１５５ページの１７節、備品購入費、移動用音響機器、その下の備品購入費につい

ても説明をお願いします。それから、８節の旅費、一般職普通旅費（食文化ストーリー創

出・発信事業）、これについての、食文化ストーリー創出発信事業、次のページの８７６万

８，９８２円、いろいろあるんですけど、これについてどういうことをやったのか。それと、

１５９ページの一番下の草刈委託料２９万５，５６０円についての説明をお願いします。１

６０ページの１８節、いつもスポーツ団の派遣費みたいなのなかったですか。何かそういう

全国大会出場というのあったように思うんですけど、今回ないみたいなので説明をお願いし

ます。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  漁野教育委員会次長。 

○教育次長（漁野文俊君） 

  私と櫻井のほうで交互になりますが、とりあえず私のほうから、分かる分から説明させて

いただきます。１３６ページの教育委員会事務局費の会計年度任用職員は２名分です。１３

７ページでカウンセリングがなくなっているということなんですけど、カウンセリングを受

けてた人が卒業したのでもう役割が終わったということで、令和４年度は事業をやっており
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ません。１３９ページの郡市音楽祭会場使用料なんですけども、これ場所が新宮市の新しい

ところに変わって使用料が発生したので分担金が出ております。育英会の補助金につきまし

ては、太地町漁協といさな組合から補助金をいただいております。１４０ページの報酬、小

学校は給食調理員さんが３名で、用務員さんが１名、支援員が３名分となってます。小学校

の修理なんですけども、細かい修理がほとんどなんですけれども、給食調理室の水栓、水の

栓の修理とか、ショーケースの修理とかになります。太陽光パネルにつきましては、設置年

は控えてないんで、また後で報告させてほしいんですけども、一応耐用年数は法定で１７年

になってまして、こちらは日本製を使ってます。卒業遠足なんですけれども、太地小学校は

シーカヤックとグリーンピア南紀のほうに行ってます。１４３ページの家庭科室なんですけ

ども、相談室を家庭科室の中に区切って設けてまして、子供たちの悩みを聞く部屋をつくっ

てます。そのための工事費です。児童数なんですけれども、全部で８学級あります。１年生

が１８人、２年生が１９人、３年生が１４人、４年生が１４人、５年生が１４人、６年生が

５人、合計９０人でございます。通常学級６学級と支援学級２学級になります。１４５ペー

ジの中学校なんですけれども、５学級ありまして、１年生が１６人、２年生が６人、３年生

が１５人の３７人です。テーブルマナーは、花游さんで行ってますけれども、ナイフ・フォ

ークの使い方とか、そういうことを教わっているんで、一応マナーとしては役に立っている

というふうに考えております。校舎校具の修繕費、中学校では水道の漏水修理とか、プログ

ラムタイマーの交換とか、落雷被害がありまして火災報知器の取り替えとか行ってます。ス

テンドグラスの修理も行ってます。社会見学は行っておりません。卒業遠足は新宮市に行っ

たのとシーカヤックを行ってます。１４８ページの工事費の音楽室の照明なんですけれども、

ＬＥＤ２個、取り替えてます。１５１ページのフィルムなんですけど、夏休み映画の会を毎

年実施してまして、こちらの費用になってます。１５２ページ、公民館非常勤主事さんなん

ですけれども、こちら公民館のほうで非常勤主事さんが４名います。文化講演会は、昨年度

はブルームからプロのダンサーしている、リカ・ハマグチさんという方が来て講演をしても

らってます。１５５ページの移動用音響機器の購入なんですけど、ポータブルアンプになり

ます。備品購入なんですけれども、ホワイトボードとかを買わせてもらってます。１５９ペ

ージの草刈委託料なんですけれども、町民グラウンドの草刈りを委託しました。草の生える

期間に、２か月に１回ほどやってもらってて、大体あそこ３日、４日かかるんで、これぐら

いの費用。１６０ページ、派遣の実績がないのかということなんですけれども、これ県大会

以上に出場した場合に派遣するんで、そういう実績がなかったということです。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  櫻井教育委員会主幹。 

○教育委員会主幹（櫻井敬人君） 
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  １３８ページ、教職員住宅（清涼庵）の修繕費ですけれども、数年をかけて少しずついろ

んな箇所を直しているんですけれども、令和４年度は大きかったのは２部屋あるんですけれ

ども、１部屋のほうに新しく入ってこられた英語指導助手の方が入りましたけども、その台

所周りのシンクの周りを大きく修繕したのが大きかったです。大体、一回り終わりましたの

で、後は小さな修繕で済んでいくのかなと思ってますが、もっとも古い家なので、修繕する

箇所は常に生じています。次、１４０ページ、英語指導助手渡航時負担金、これは、いわゆ

るＡＬＴ、英語指導助手の方がいらっしゃる年には航空券を負担するということになります

ので、航空券だけじゃなくて、今度国内に来たときに、まず、東京で研修を受けると、それ

から国内の旅費を使って、またこちらにいらっしゃるということで、どうしてもいらっしゃ

る年には少し負担金が大きくなる傾向があります。１５３ページ、歴史資料室の調査旅費で

すけども、主なものとしましては、この後説明しますけども食文化ストーリーに係る打ち合

わせで東京に行ったものとか、それから、今年１０月に和歌山県人会世界大会第２回が開催

されますけれども、それに関係して同様の試みを沖縄県が随分前から大々的にやってらっし

ゃいますけども、世界ウチナーンチュ大会と言いますけども、それの視察に行きました。１

０月から行きました。１０月２９日から１１月２日まで。それから、またそれに関連して１

２月に和歌山県立近代美術館で移民と美術というテーマでシンポジウムをしましたけれども、

それに私この旅費を使って参加しました。それから、１５５ページから幾つか出てきますけ

れども、食文化ストーリーですけれども、それについてちょっと説明させていただきます。

これは、文化庁の補助金事業でありまして、和食がユネスコの世界遺産に登録されていると

いうようなことと関連するわけですけれども、それぞれの地域にある特色ある食文化の継承、

振興に取り組むモデル地域等に対して、文化財としての登録に資する調査研究、その文化的

価値を伝える食文化ストーリーの構築、発信等を支援することにより、文化振興とともに地

域活性化に資することを目的とする。そういう大きな目的がある文化庁の事業ですけれども、

それに教育委員会のほうで応募しまして、事業名称としては、太地町を中心とする熊野灘周

辺地域の鯨食文化の調査発信事業というものを実施しました。大きくこれ分けると、調査研

究事業と、それから発信の部分と大きく二つに分けることができるんですけども、これはコ

ロナ禍での実施になりましたので、思ってたよりも調査期間は短かったんですけれども、１

０月に５日間、それから１２月に３日間、一橋大学、赤嶺教授の社会学研究室の皆様、大学

院生を中心に、彼らに一部委託することによって共同で調査して、太地町内の男女、９０代

の方も含まれていましたけども、８人の方から聞き取り調査を行いました。そして、発信事

業のほうとしましては、１０月に２泊３日でモニターツアーというものを実施し、また、２

月に千葉県の幕張メッセで行われた食の見本市に教育委員会の職員と漁業協同組合の方と旅

行代理店の方などが参加して、いわゆるそういう太地にあるユニークな食文化を発信すると
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いうような事業に従事しました。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  漁野教育委員会次長。 

○教育次長（漁野文俊君） 

  １４８ページ、中学校の備品購入が増えた理由なんですけれども、給食用の備品を買った

りしてます。中身については、また調べて報告させてください。 

○議長（福田忠由君） 

  稲森くじらの博物館長。 

○くじらの博物館長（稲森大樹君） 

  繰出金１，９６８万２，５００円につきましては、全てくじらの博物館の新型コロナウイ

ルス感染症対策事業分として繰入れさせていただきました。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。３番、海野君。 

○３番（海野好詔君） 

  先ほど、教員住宅がもう古くなってきたと。以前にも町長にお願いした部分があるんです

けれども、やはり、この教員住宅として必要なのか。また、ＡＬＴを目的とした住宅に改修

していくのかというような考え方ができると思うんですね。そこら辺で、今後、やはりあの

住宅は古いと思うんで、今後考えていただきたいなというように思います。それと、これは

僕確認はしてないんですけど、中学校の体育館、夜使っていると、そこで暗いというような

話があります。そこら辺で、夜間になってライトがつくのかどうか、そこら辺ちょっと答え

ていただきたいと思います。それと、１５１ページの需用費、カレンダー印刷製本費なんで

すけれども、今さら聞くのは申し訳ないんですけれども、よく人が、人物が写ってますよね。

最近、肖像権とかいろいろな問題がうるさくなってきてると思うんですけれども、そこら辺、

載ってる方の許諾というんですか、そういうのを取ってるのかどうかということをお聞きし

たいと思います。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  漁野教育委員会次長。 

○教育次長（漁野文俊君） 

  中学校の体育館なんですけれども、周りに照明はありません。燈明崎に行く道路から中学

校の体育館に入る間に太陽光でちょっとした照明をつけてあるんです。夏場だったら、開け

る時間７時ぐらいだったらちょっと明るいんですけど、冬場だったら真っ暗になるんで、そ

の辺は気をつけてもらうようにしてて、後、ちょっと出入り口のところのヤシの木があった

んですけれども、あれが危ないというので切って、それで明るさをまた確保できるような感
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じで対応はしてます。外に電源がないもんですから、あそこ。街灯もないんで鍵を開け閉め

する人には懐中電灯付の鍵を持ってもらって対応してもらってます。カレンダーの人物なん

ですけど、肖像権は承認を得て使ってます。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  漁野副町長。 

○副町長（漁野洋伸君） 

  海野議員言われるように、今現在の利活用というのは、教職員というのはちょっと今のと

ころかなり頻度が少ない。ＡＬＴはそうなんですけれども、ＡＬＴだけに特化するというん

じゃなくて、もっと幅広く、もしいけるんであれば、教職員住宅ということではなくて、ま

たこれ条例とかの改正もありますので、議員の皆様の承認が得られるんであれば、ちょっと

そういうことも検討させてください。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ３番、海野君。 

○３番（海野好詔君） 

  ぜひ、それは検討していただきたいと思います。それと、その中学校の体育館なんですけ

ど、電源がないというのは重々分かります。ただ、あそこは人気が少ないし、やはり、その

不審者というのがもし仮にいれば、周りが暗かったら全然分からないわけですよね。だから、

やっぱり防犯のためにも何とか方法を考えていただきたいなというように思いますが、いか

がですか。 

○議長（福田忠由君） 

  漁野教育委員会次長。 

○教育次長（漁野文俊君） 

  要望もあることですので、なるべく予算化して検討させていただきたいと思います。以上

です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。２番、森岡君。 

○２番（森岡茂夫君） 

  お願いですけど、答弁するときは必ずページ数言ってくれますか。皆様方は自分の担当箇

所だからよく分かってると思いますけど、我々非常にメモが追いつかないことがあります。

まず、１４６ページ、備考の下から４行目、校舎校具の修繕費、これ前年も雷、今年度も雷

の被害があったと聞いてるんですが、ちょっと私教育委員会が使っている修繕費というのに

大変疑問を持ってます。例えば、昨日のこども園のキュービクルにしても、自家発電にして

も、私のような設計者から見れば、あの場所に置けばそういう不具合はおきるだろう、故障



－ 87 － 

 

は起きるだろうという予感持ってて、これは記録見てもらえば分かりますけど、私きちっと

この議会で指摘してありました。それで、今回の費用も去年も雷、今年も雷って、これ私よ

く一般の人に言うんですけど、お腹痛いと言ったときに、薬局に行って腹痛の薬をもらうの

と、医者に行って全体を見てもらうのとは違うんですよ。私、教育委員会が使っているお金

のこの修繕費の使い方というのは、お腹が痛いから薬をもらって治りました。また、でも次

に翌年もお腹が痛くなりましたと、そういうことの繰り返しじゃないかと思います。だから、

６月議会でもフローリングのことを設計者に必ずフィードバックしてくださいというふうに

お願いしましたけど、それをまずやったのかどうか。それから、単なる修理ではなくて、根

本的な、例えばこの雷は遮断器があれば防げるわけですよね。私の事務所のパソコンは、必

ず雷なったら電源が落ちるように、パソコンに行かないような機械をつけてあります。そう

いったことをやらないと、次々に毎年のように修繕費が出てきます。これはいかがですか。 

○議長（福田忠由君） 

  漁野教育委員会次長。 

○教育次長（漁野文俊君） 

  一応、そのこちらのほうとしても、毎年、近年、雷による被害で電話壊されたり、火災報

知器が壊されたりしてまして、それの対策を取付業者と一緒に検討してます。根本的には避

雷針をつけるのがいいのかなというふうには思ってて、その方向で中学校とも検討中なんで

す。こども園の床のほうに関しましては、工事がまだ終わってないかな、そんな感じでフィ

ードバックしてあるのかどうか、ちょっとまだ確認はしてません。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。２番、森岡君。 

○２番（森岡茂夫君） 

  今の修繕の件なんですけど、例えばフローリングの件も、私が言ってるフィードバックと

いうのは、終わった後に設計者に伝えろと言ってるんじゃないですよ。工事をやる前に、設

計者と交えて根本的な対策をしたかということなんですね。だから、ぜひ、昨日のこども園

のキュービクルにしても、自家発電にしても、あの位置に置けば塩害にあうのは分かってま

す。設計者はこういうと思います。いや、これはメーカー責任だと、塩害対策用の処理をし

た機械を使っているというふうに答えます。でも、沖縄だとか、この南紀部分というのは、

メーカーの基準では絶対にもたないです。だから、心ある設計者は必ずキュービクルは建物

の中に入れます。外に置くなんで言語道断ですよ。冷凍冷蔵庫もそうですけど、これはやっ

ぱり発注者責任というのをもう一度肝に据えないと、税金の私は垂れ流しだと思いますよ。

ぜひ、今からでも遅くないですから、フローリングの件にしても、キュービクルにしても、

本当の専門家、薬局の薬を買いに行くんじゃない、本当の専門家、医者に頼んで根本的な対
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策を相談してほしいと思います。いかがですか。 

○議長（福田忠由君） 

  漁野教育委員会次長。 

○教育次長（漁野文俊君） 

  これからそのようにしたいと思います。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。１番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  １４８ページの社会見学バスあるでしょう。行ってないという答弁やったんですけど、行

ってないのに何で借上料あがってるんですか。それから、１５１ページのフィルム借上料、

これ何を見せたんですか。拉致被害者のめぐみの上映はしましたか。それと、食文化ストー

リー創出発信事業というのは、説明してくれたんですけど、当初、ついでに太地町で今現在、

鯨を食べている人は何人ぐらいおるのか、それも調べてみたらわって僕は提案したんですけ

ど、調べましたか。一番興味深いんですけどね、僕はそれが一番。３点お願いします。 

○議長（福田忠由君） 

  櫻井教育委員会主幹。 

○教育委員会主幹（櫻井敬人君） 

  １５５ページ以下の食文化ストーリーの件ですけれども、これ、統計学的な調査というも

のはしてないんです。どういうやり方だったかというと、社会学を専門とする大学教授に委

託して、ですから、その調査研究をどのように、どのようなことをするのかというのは、研

究者の意図するところが大きく反映するんですけども、今回はなるべくいろいろなお話が聞

けるような人を８名選んで、鯨の食文化を中心にその周辺のことを時間をかけて聞こうと、

聞き取りをしようと、そういうことになりました。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  漁野教育委員会次長。 

○教育次長（漁野文俊君） 

  すいません、社会見学バス、ちょっと調べてまた後で報告させていただきます。映画も調

べて報告させていただきます。めぐみは公民館では上映しておりません。学校でも上映して

ないと思います。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。２番、森岡君。 

○２番（森岡茂夫君） 

  １４２ページ、備考の下から３行目なんですが、設計監理委託料、これはどういう委託費
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用なんでしょうか。 

○議長（福田忠由君） 

  漁野教育委員会次長。 

○教育次長（漁野文俊君） 

  小学校の設計監理委託料に関しましては、工事請負費に係る部分の委託料になってまして、

エアコン工事で使ってます。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  教育費について、質疑を終わります。次に、公債費について、質疑を行います。１６０ペ

ージから１６１ページです。１番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  ２点だけ、長期債元金償還金の令和４年度の件数と長期債利子償還金の令和４年度の件数

をお願いします。それから、償還金の利息が２１１万９，８３１円の増ということで、これ

の説明も、今、利息は非常に安いというような印象をもっているんですけど、約２１２万円

の増ということで説明をお願いします。 

○議長（福田忠由君） 

  執行会計管理者。 

○会計管理者（執行貴弘君） 

  令和４年度の元金の件数なんですが８５件です。利子ですが１１４件です。利子の償還額

が利率の低い中、かなり増えているということなんですが、近年、（仮称）鯨類国際施設の

整備事業での借入額というのが大きくなりましたので、その中で一旦前借という形で、通常、

事業が終わってから借りるもんなんですが、過疎債については前借ということで、そこ終わ

ってるところまでの部分の借り入れをして、その後、事業が終わってから、その借り換えみ

たいな感じで本借りになるんですけれど、その時点でそこまで借りてた部分の利子というの

が生じますので、それが大きかったということです。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  １番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  件数が、令和３年が８９件なんですよ。令和４年が８５件ということで４件減っているん

ですけども、元金が３，０２６万３０４円、約３，０００万円増になっている。件数は減っ

てるのに償還金は増になっている、これの説明もお願いします。 
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○議長（福田忠由君） 

  執行会計管理者。 

○会計管理者（執行貴弘君） 

  大変申し訳ありません。令和３年度の数字が私のひらった帳票というのがダブルカウント

になっている部分がありましたので、３年度の正確な数字申し上げます。３年度の元金のほ

うが８２件です。利子のほうが１０７件です。大変申し訳ありませんでした。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  公債費について質疑を終わります。次に、予備費について質疑を行います。１６１ページ

です。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  予備費について質疑を終わります。以上で、歳入並びに歳出の質疑を終わります。ただい

まより、総括質疑を行います。質疑ありますか。５番、久原君。 

○５番（久原拓美君） 

  教育費のところで食文化が話題になりました。給食について、小学校、中学校の給食につ

いて、鯨を食べさせるというのが前ずっとあったと思うんですけれども、今も続いてるんで

しょうか。月に何回、実績をお聞かせいただきたいと思います。それと、太地は特別に鯨を

食べる、鯨の食文化を守っていこうというのが町の大きな方針だろうと思います。そこで、

以前は調査捕鯨のときには、太地へミンククジラの調査捕鯨の産物としてのミンククジラが

町民に安く買っていただくというようなことで、私も自分も食べるし、また、知り合いや親

類に、遠くへ行った親類に送ったりもして、食文化の維持するということに大きな役目があ

ったと思うんですよ。ところが商業捕鯨になって、ここ数年そういう機会がなくなったよう

に思うんです。大きな鯨食べる町民も、それに伴って食べる機会が非常に少なくなったとい

うように思います。やっぱり、鯨捕鯨のまちとして、鯨を食べる習慣を持ってほしいと、食

文化を守るということから、町民にいかに鯨を提供できるんだと、以前のように提供できる

んだろうというような方策があってもいいなとは思うんですけれども、当局のほうはどのよ

うに考えておりますでしょうか。 

○議長（福田忠由君） 

  宇佐川教育長。 

○教育長（宇佐川彰男君） 
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  鯨の食文化ということで、学校給食は大体ですが、約１か月に一度竜田揚げを提供してい

ます。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  三軒町長。 

○町長（三軒一高君） 

  商業捕鯨になってから、そういうことができなくなったということはご存じのとおりだと

思います。漁協スーパーでほかよりもかなり、東京なんかよりも安く販売しておりますので、

そこを利用していただければありがたいんじゃないかなと、そのように思っております。学

校給食のほうは、教育委員会で一生懸命安くやっていくということです。また、新宮高校な

んかでも、無料でそういうのを配布したり、いろいろなことをやっておりますので、何かあ

れば漁協に相談していただければよろしいのかなと思っております。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。２番、森岡君。 

○２番（森岡茂夫君） 

  総務費のところで、歳出のほうで聞き漏らしました。５９ページ、備考の下から四つ目、

地域防災計画の改定業務委託料、これは委員会を結成したのか、結成したんであれば構成メ

ンバー、それから委員会の開催回数を教えてください。 

○議長（福田忠由君） 

  森本総務課副課長。 

○総務課副課長（森本直樹君） 

  地域防災計画に関しまして、委員会については構成しております。構成メンバーにつきま

しては、県の職員の方、和歌山県警の方、町長部局の職員、教育長、消防団長、指定公共機

関の方ということでメンバーを構成しております。開催回数なんですけども、こちらまだコ

ロナのところもありましたので、書面会議により開催をしております。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。１番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  １番目に、今現在、マイナンバーカード、町民何人の方が持っているのか。それから、２

番目に梛の駐車場なんですけども、職員はどこへとめとるのか。梛は結構、駐車場が少ない

んですけども、昼時に行ったら駐車場が空いてないことがあると、職員がとめとるんじゃな

いかと、上のほうへ、そういう指摘があったので、ちょっと聞いておきたいと思います。そ

れから、昨日、Ｗｉ－Ｆｉの話があったんでやってみたんですけども、議会事務局の議員控

室が全然入らないんです。だから、そこへアンテナつけてほしいなと、事務局に。結構、控
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室で調べたりするので、それはぜひやってほしいと思います。それから、たばこ税のことな

んですけども、町たばこ税なんですけども、聞いたところによると、何か北山村と同じぐら

いの収入しかないと、北山村というのは何百人ですよね。そこと同じぐらいの、これ３０４

万２，０００円しかないと。太地はそんなに吸ってないんかなと僕は思たあったんですけど、

やっぱり勝浦で買う人が多いんじゃないかと。たばこ税で、こうやって何百万円も入ってく

るんで、町の財政をちょっとでも豊かにするというか、昔あったやないですか、たばこは町

内で買いましょうって看板、あれ僕は何でかなと思たあったんや、小さいとき。やっぱり、

コンビニが、森浦のコンビニがなくなったからかなと思ったりするんですけども、この倍入

ってきても、３００万円増えてもすごいと思うんで、その辺ちょっと広報でも、できるだけ

たばこは町内で買ってくださいというようなことはできないのかなと思いますので、その辺

ちょっと検討してほしいんですけど。それから、家屋解体の話なんですけども、今、太地町

に何か所あるのか、空き地みたいなのが。何か所解体したのか。大体、ほとんど駐車場に使

ってると思うんですけども。先ほど、海野議員から解体したから、何か汚ななったとかいう

ような、それはどうか分からんですけど、僕ははっきり言うて解体したとこでも、持ち主が

全然手かけてないとか、空き家が崩れてきとるとこが多いんですよね。だから、そういうの

で景観が悪なったん違うかなと、この前も総務課長に２か所ぐらい頼んで、写真撮って持ち

主に送ってもうたあるんですけども、でも、強制することできんし、その辺、家屋解体につ

いて、何か所ぐらい今太地町にあるのかなということで、平地になってるとこ。それと、昨

日の男女共同参画の話なんですけども、これは答弁要らないんで、Ｘですか、今、ツイッタ

ー、今Ｘというんですけど、そこで男女共同参画、空欄開けて問題点ということで検索した

ら、いろんな問題が出てきます。それと、もう一つ、男女共同参画で空白で杉田水脈、それ

をどっちか入れたら問題点がいっぱい出てきますので、１回見てみてください。答弁のほう

は５点お願いします。 

○議長（福田忠由君） 

  下津住民福祉課長。 

○住民福祉課長（下津公広君） 

  マイナンバーカードの交付枚数なんですけれども、３月３１日現在では２，１１１枚の交

付となっております。後、梛の駐車場につきましては、従業員の方は国道沿いの坂の下のと

ころに駐車していただいております。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  執行会計管理者。 

○会計管理者（執行貴弘君） 

  まず、Ｗｉ－Ｆｉに議会のほうで入らないということなんですが、ご迷惑をおかけしてお
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ります。前向きに検討したいと思います。たばこの収入が減ってきているということなんで

すが、議員ご指摘のとおり、やはり、コンビニがなくなってからの減額というのが大きいで

す。町内で買ってくださいという広報についてなんですが、確かに、コンビニがなくなって

減っている部分はもちろんあるんですが、喫煙者自体が減ってるのも影響はゼロではないと

思います。その中で、禁煙という流れが強い中での広報ということになりますので、総合的

に考えてちょっと慎重に対応させていただきたいと思います。家屋を平地にした件数なんで

すが、これ令和２年度から補助金を活用してやっておりまして、今のところ年間５件ずつ、

１５件、１件、町単で壊したのがありましたので、１６件ほど平地となっております。以上

です。 

○議長（福田忠由君） 

  １番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  そしたら、梛の駐車場の件は、職員は上にはとめてないということですね。下の国道沿い

の、あそこそんなにとまってないように思うんやけど、そんな、職員あそこそんなに少ない

んですか。二、三台しかとまってないときもあるし、下はほとんどガラガラなんやけど、上、

物すごいいっぱいなんやけど、職員ってあんなにいっぱいおるんですか。クリーニングのと

こらでもいっぱい並べてあるけど。その辺、どんなんですか。クリーニングの奥のほうに結

構とまったあるんですよ。駐車場、あそこ前に駐車スペースが、一番左に身障者のがあって、

後、四、五台しか枠ないんですわ。その奥にはすごい車とまってある、何台も。奥も見に行

ったら、奥にもいっぱいとまってある。下見たら、二、三台しかとまってない。そういう状

況ですよ。だから、職員、僕結構とまったあんのかなと思って。だから、昼飯食いに行った

ときに空いてないということがあるみたいなんで、ちょっとそれ聞いてみたんですけど。家

屋解体の空き地が今１６件あるということなんですけども、ほとんど、僕は見たことないと

いうか、ほとんどというのは大げさなんやけど、大体駐車場みたいになったあるんですね、

町民さんの。でも、はっきり言うて郵便局の前、今、空き地ありますよね、解体した。あそ

こ、駐車禁止になったあるんですよ、あそこだけ。これ、何でかなと思うんですけど。前の

堤さんとこ、小東の、あそこは段があったんですけど、何か板を誰かがひいて車が登れるよ

うになったある。車とめてくださいよというふうになったある。郵便局の前は駐車禁止、こ

れどういうあれがあるんですか。ちょっと聞かせてほしいと思います。 

○議長（福田忠由君） 

  執行会計管理者。 

○会計管理者（執行貴弘君） 

  家屋を補助金で解体しておりますので、その補助金の要件として有効活用していく。その
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有効活用の中で、例えば太地町であれば避難路の通路になるとか、後、大東地区とかであれ

ば込み入ってますので火災の際の延焼防止、延焼、広がりの防止になるということで補助金

をいただいております。この補助金の活用の要件の中に駐車場として使うことはだめですと

いうものがあるので、こちらとして、皆さんに一時的な緊急避難とか、一時的に仮置きとい

う形での駐車の分についてはご利用いただければとは思うんですが、自分の普段使う常駐す

る駐車場としての使用というのは許可はしておりません。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  下津住民福祉課長。 

○住民福祉課長（下津公広君） 

  先ほども申し上げましたとおり、下の駐車場に原則置いていただくということでやってお

りますので、また、よろしくお願いいたします。 

○議長（福田忠由君） 

  １番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  あそこの梛で働いている人って何人ぐらいおるの、把握してます。下通るときに、勝浦行

くとき左の駐車場、下の駐車場見るけどほとんどとまってないで。そやから、何人従業員お

るのか教えてください。空き地を駐車場に使えないというんだったら、うちの、この前問題

なった児玉さんとこの駐車場、もういっぱいですよ、あそこ。今、工事始まったからなった

あるけど、あれが単独か、結局、駐車場に使うてええということで、いろんなとこへとめた

あるで。駐車禁止は駐車禁止で平等に、全部駐車禁止というのを立てといてください。そや

ないとおかしなってくる、僕はそう思うんやけど。その堤さんとこみたいに上がれるように

もなってあるしさ、あれ誰がやったんですか、分からん。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  三軒町長。 

○町長（三軒一高君） 

  梛については、大体３５名ぐらいだと思うんですが、私もよくあそこに行きますが、裏に

とめて、緊急以外、毎日、従業員がずっととめているということは、もうめったにないと思

うんですよ。ですけども、今回言われたことについては、向こうに話して、できるだけ下に

とめていただくようにお願いしたいと思っております。また、混んでるとき、混んでないと

きありますけど、洗濯のところに従業員がとめることというのは絶対にありません。それは、

全然、私もしょっちゅう行ってますので、ただ、裏の入り口のところに、よく従業員の方が

一時的にとめることはあります。だけど、常駐して朝から晩まで、就業時間までとめるとい

うことはほとんどありません。そういうことでご理解していただければ、また、ちゃんと話



－ 95 － 

 

はしていきますので、よろしくお願いしたいと思います。また、海野議員の言われたことに

もちょっと場違いですけど、答えておきたいと思うんですが、ちょっと汚くなってるんじゃ

ないかというのは、ある人が環境に感心のある人たちが薬を使わないでくれって言われたん

ですよ。いつも、溝の中の下のほうは薬を使ってやってたのが、もう大幅にできなくなった

んで、担当課からも、全部したら今の倍雇わないと収集できませんよっていうことなんです

けど、環境団体の方は、いや犬をどうするんだとか、いろんなこと言われるんです、その兼

ね合いで、この１年間様子を見ようと思ってやってきたことが、そういうことにもなるのか

なって思ってるんで、一応いろいろ考えさせてください。ただ、うちのまちは、ご存じのよ

うに環境に配慮した衛生管理の行き届いたきれいが売り物で、よそからもそう言われてるの

に、そういうことについて、今後、気をつけていきたいなと思ってますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（福田忠由君） 

  先ほどの教育費の質疑の中で、町長より答弁漏れの申出があります。答弁願います。漁野

教育委員会次長。 

○教育次長（漁野文俊君） 

  すいません、１４３ページの太陽光パネルの設置なんですけれども、平成２２年度に導入

しております。１４８ページ、見学バスなんですけれども、移民学習等で那智山とかに行っ

ておりまして、そのときに使ってました。すいませんでした。備品購入なんですけれども、

生徒用の机やいすを買ったり、理科の実験機を買ったりしております。公民館の映画、フィ

ルム借上料の映画のタイトルは、令和４年度はモンスターホテルを見ております。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。２番、森岡君。 

○２番（森岡茂夫君） 

  この決算の投資的経費についてお答えください。それから、もう一度、５９ページの総務

費の地域防災計画改定業務委託料、今、構成メンバー聞きましたが、大変失礼ながら防災の

専門家が入ってない、それから、住民の委員の公募もしてないんではないかと思うんです。

大変意地悪な見方をすると、コンサルに丸投げをして、それを皆さんに書面で同意を得た、

そういう予感すらしてしまいます。やはり、住民の命、これから何十年にわたって命を守る

にあたって、防災はおろそかにしてはいけない、なぜ、専門家を呼ばないのか、それにお答

えください。 

○議長（福田忠由君） 

  森本総務課副課長。 

○総務課副課長（森本直樹君） 
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  この計画を作成するにあたってなんですけども、防災会議の委員というのを構成しており

ます。こちらにつきましては、太地町防災会議条例第３条に基づく構成メンバーとなってお

ります。今回は、この条例に従ってメンバーにお願いして委員会を構成したというところ、

議員の提案につきましても、いま一度検討したいと思います。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  執行会計管理者。 

○会計管理者（執行貴弘君） 

  決算の投資的経費についてなんですが、今、資料を持ち合わせておりませんので、集め次

第、ご報告させていただきます。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。７番、三原君。 

○７番（三原勝利君） 

  こういう情報は、私も動けないもので、テレビとか新聞で得る機会が多くて、この質問も

それに基づいてするわけですけども、最近の情報では、こういったインターネット、あるい

はタブレット、ＰＣなどを使って学校長が恥ずかしい情報を持ち合わせて頒布しているとい

うような傾向も出ております。これは、学校長だけでなく、こういった情報を取り扱うにつ

いては、各自に厳しい規制が求められていると思うんですけども、世の中、こういう情報に

あふれて、最近のニュースはこういったニュースが充満しているという感じもいたします。

これは、小さな問題だけじゃなくて、ＡＩを利用して国と国とのやり取りもこのＡＩに基づ

いてやっているというのが非常に多いような報道があります。ＡＩというのは人工知能なん

ですけど、こういったものが、ＡＩというのは、自分が間違っていたのを取り入れて、それ

を訂正して、またまとめて出すという非常に進んだ機能をもっているらしいんで、そういっ

たことも行われております。行政も、教育もこういった問題については敏感に対応しながら

いく必要があるんじゃないかという点が１点あります。それから、これ近くの中学校で正し

い知識で利用しましょうということで、本宮中学なんですけども、専門家を呼んで、もう小

学校から高学年までこういった問題を勉強したという経過が報道されております。これも、

また非常に大切なことで、現在、太地町で行われているかどうかは別にしまして、総括的な

質問ですから、全く失礼なんですけども、一応、そういう面での教育長、代表者として、教

育長のお答えをいただいておきたいと思います。 

○議長（福田忠由君） 

  宇佐川教育長。 

○教育長（宇佐川彰男君） 

  今、国から各学校、自治体へなるべく使うようにということで機器を導入してくれて、や
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っと子供たちの手にわたってきたかなという状況の中で、一つは、教育の中に果たしてＡＩ

とかそういう問題を取り入れることが正常なのかどうなのかという論議が今起こっています。

というのは、子供たちが自らの力で解決する力が非常に弱なるんじゃないかと。特に、ＡＩ

なんかは自分の感じでとか、自分の力を利用して、それに答えを導き出すという点で教育的

な、特に教育の中で人間関係を重視するという中で、果たしてほんまに飛びついてええのか

どうかという疑問すら出てきているわけです。現在、私ども太地町の教育委員会の方針の中

では、できれば五感を使った教育を重視したいということで、現在、鯨の学習や、それから

中学生議会、それから国際理解の教育を進めているわけですが、そこへＡＩをどう利用する

かということになると思うんですけども、今言うたように、教師の力量の問題もあるし、私

自身は全く駄目なんですが、先ほど述べましたように、人間と人間の肌のふれあいの教育が

失われていくんではないかという問題点とか、いろんな問題点がたくさん出ていますので、

現在、今、教職員自身も研修に励んでいるところでありまして、まだ、はっきりこういうふ

うな使い方をするというところまではいってないのが現状です。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ７番、三原君。 

○７番（三原勝利君） 

  現状把握して、現在、私たちが太地町、子供たちが当面している問題に対して、どういう

形を取ればよいかという教育長のいろんな悩みも含めてご意見を伺いました。これは、本当

にその情報が正しいのかどうかという判断もつけるということが非常に大切だと思うんで、

そういった面も含めて、これは行政も、教育も含めて、この問題については深く考えていた

だきたいという希望、要望をつけて私の質問を終わります。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  先ほどの総括質疑の中で、町長より答弁漏れの申出があります。答弁を願います。執行会

計管理者。 

○会計管理者（執行貴弘君） 

  先ほどの決算における投資的経費の数字なんですが、集計が１，０００円単位で集計して

おりますので、よろしくお願いします。投資的経費が１３億８，７２１万１，０００円です。

以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  総括質疑を終わります。以上で、令和４年度太地町一般会計歳入歳出決算の質疑を終わり



－ 98 － 

 

ます。討論を行います。討論ありませんか。原案に反対者の発言を許可いたします。１番、

漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  原案に反対いたします。５４ページの（仮称）国際鯨類施設整備事業施設建設工事の繰越

明許費１０億７，２４０万６，６００円、一般会計において約３割の予算を占めているとい

う、このような決算書には賛成することはできません。私は、いまだにこの施設が町民の福

祉、また、利益が多くの町民に対して、どのような利益、また、福祉をもたらしてくれるの

か、さっぱり分かってないということなので、この予算が含まれている決算には賛成するこ

とはできませんので、原案に反対いたします。 

○議長（福田忠由君） 

  原案に賛成者の発言を許可します。賛成討論ありませんか。７番、三原君。 

○７番（三原勝利君） 

  原案に賛成いたします。ただいま、その予算の問題点の一部を漁野議員からもるる申され

ましたけども、確かにいろんな勉強していく必要のある予算が含まれていると思います。し

かし、この予算がいかに職員の皆さん、町長はじめ皆さんの苦労のもとに組み上げられてい

るかというトータルを考えれば、このトータルで太地町を運営するについては何ら支障はな

いという考え方を持っております。皆さんのご苦労を見れて、私の意見といたします。原案

に賛成いたします。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに討論はありませんか。２番、森岡君。 

○２番（森岡茂夫君） 

  原案に反対します。当初、私、当初予算の３４億５，２９４万３，０００円に対して、こ

ういう自主財源が乏しいとき、あるいはそういうときに抑制的な予算であるべきだというこ

とで反対しました。にもかかわらず４０億８，４４５万４，８９９円まで膨らんだ、これが

理由が一つ。それから二つ目が、歳入がコロナ対策で県や国からの支給金がおりてきてます

ので、歳入歳出が増えるというのは理解できます。ただし、その使い道に関しては、私はも

っともっと慎重に議会も交え、住民に十分に審議して、そして執行すべきだと思います。例

えば、空き家対策に使っている社会資本整備総合交付金、これはもともと空き家再生推進事

業、再生推進事業になってます。それを昨日の質問では、解体だけに使っているということ

です。それから、くじら博物館へ支出したウイルス感染症の対策費、これは海野議員からも

指摘がありましたが、私もクーポン券のようなカンフル剤に使うんではなくて、くじら館は

既に５０年の節目を迎えております。ここから先の３０年先、５０年先を考えなきゃいけな

いときに、私が特別委員会が結成されたという話をまだ聞いておりません。こういうときに、
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カンフル剤何かに使うんではなくて、もっと５０年先を見据えた補助金、県から、国からの

補助金をきちっと議論すべきだと思います。そういう結果に今回の決算はなってない。だか

ら、私は反対いたします。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに討論ありませんか。９番、花村君。 

○９番（花村 計君） 

  原案に賛成いたします。当然、細かいところをあげていければ、改善につながる点はある

かとは思うんですけれども、４年度予算の大きな位置づけとしては、やっぱり予算的にも大

きい（仮称）国際鯨類研究所の予算等も含まれております。この自主財源の乏しい太地町の

ようなまちが、このような大きな事業ができるというところ、特にこの鯨研に関しては、ま

ちの持ち出しがゼロで行けるところまでいろんな交渉を重ねていただいてここまで来てると

いうことを考えたときに、太地のようなまちがこのような工事ができるというのはすごいこ

とだと思います。また、歴史的に見ても、鯨とともに歩んできたうちのまちにとりまして、

このＤＮＡの解析レベルの研究所が、いかにこれからのまちづくりにも必要になってくるか

という、すごい可能性のある予算だと考えております。なので、この案に賛成いたします。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  討論を終わります。異議がありますので、本件は挙手によって、採決します。認定第１号、

令和４年度太地町一般会計歳入歳出決算認定の件は、原案のとおり認定することに賛成の方

は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（福田忠由君） 

  挙手多数です。したがって、認定第１号、令和４年度太地町一般会計歳入歳出決算につい

ては、認定することに決定いたしました。暫時休憩します。１１時より再開します。 

休憩 午前１０時３８分 

 

再開 午前１１時００分 

○議長（福田忠由君） 

  再開します。 

                                           

△日程第１６ 認定第２号 
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○議長（福田忠由君） 

  日程第１６ 認定第２号、令和４年度特別会計太地町国民健康保険事業歳入歳出決算認定

の件を議題といたします。事務局長に朗読させます。 

（事務局長朗読） 

○議長（福田忠由君） 

  説明を願います。執行会計管理者。 

○会計管理者（執行貴弘君） 

  令和４年度特別会計太地町国民健康保険事業歳入歳出決算書について、ご説明いたします。

１ページをお願いいたします。実質収支に関する調書です。歳入総額は５億６０２万２，６

０５円、歳出総額４億９，８３６万９，１９７円、歳入歳出差引額は７６５万３，４０８円

です。翌年度へ繰越しすべき財源はありません。実質収支額は７６５万３，４０８円です。

２ページをお願いいたします。歳入の款別決算額比較表です。１款、国民健康保険料の収入

済額は７，２３５万２，７００円で、前年度と比較いたしまして６万円の減額でした。未収

入額は１，４６６万７，１００円で、６６世帯分です。５款、県支出金の収入済額は３億８，

６２７万３，７８７円です。８款、繰入金の収入済額は３，７８８万６，７８１円で、前年

度と比較いたしまして６２２万９，２２１円の減額です。９款、繰越金の収入済額が８６５

万５，０１８円です。１０款、諸収入の収入済額は８２万２，０６９円です。１１款、使用

料及び手数料の収入済額は３万２，２５０円です。３ページをお願いいたします。歳出の款

別決算額比較表です。１款、総務費の支出済額は５０９万３，２２７円です。２款、保険給

付費の支出済額は３億７，５１０万６，１６３円です。令和５年３月末日現在の被保険者数

は８１１人です。３款、国民健康保険事業費納付金の支出済額は９，９０３万３，３６０円

です。５款、保健事業費の支出済額は９９１万４，９９６円です。７款、諸支出金の支出済

額は９２２万１，４５１円です。４ページをお願いいたします。令和４年度の不納欠損額は

３２７万３，１００円です。説明は以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  説明を終わります。質疑を行います。質疑はありませんか。１番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  先ほど、直近の加入者数を説明してくれましたけど、加入世帯数もよろしくお願いします。

それと、和歌山県への移行というか、統一されるのは令和９年とされていましたが、これは

どうなったのか。それと、７ページの一般被保険者国民健康保険の１節から６節なんですけ

ども、１節から３節目の世帯数と人数をお願いします。それと、３２７万３，１００円の不

納欠損額というのは、すごい大きな欠損額ですね。４節から６節の世帯数と不納欠損額の世

帯数と件数をお願いします。それと、８ページの県負担金の保険給付者等交付金、８ページ
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の２、特別交付金、これが特別調整交付金が６１９万８，０００円の増ということで説明を

お願いします。そして、その下の特別交付金が３２０万円の減ということで、これも説明を

お願いします。それから、繰入金、一般会計からの繰入金１，４１７万１，４３７円、これ

法定内と法定外をよろしくお願いします。それと、９ページの雑入、第三者行為による徴収

金３万３，６２８円の説明と、脳ドックの人数。それと、１１ページの役務費のコンピュー

タソフト変更及び修正手数料５４万９，０００円の増、それから、１２ページのオンライン

管理確認等システム運営負担金２万１，７８０円についての説明をお願いします。太地町は、

マイナンバーカードのひもづけと健康保険の不具合はなかったのか、聞いておきたいと思い

ます。これは、毎年聞いとるんで、１４ページの太地町で何名の方が亡くなったのかという

ことと、そのうち、国保が何人あったのか。それと、太地町で何人の赤ちゃんが生まれたの

か。これも、国保は何人だったのか。それと、１７ページの特定健診委託料の令和４年度の

対象者数と受診者数をお願いします。それから、健康家庭奨励費というんですか、これの人

数をお願いします。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  下津住民福祉課長。 

○住民福祉課長（下津公広君） 

  被保険者の世帯数なんですけれども、５３９世帯となっております。不納欠損につきまし

ては、こちらは６世帯分となっております。８ページのほうになりますが、こちら調整交付

金のうちの特別調整交付金、これ６００万円余り増えてるんですけれども、こちらにつきま

しては、適正服薬指導事業というのができまして、そちらのほうによる増と、後、その下の

特別交付金のほうにもかかわってくるんですけれども、こちら前年度につきまして特定健診

に係る受診率向上の事業のほうが、昨年度は特別交付金のほうに含まれておりまして、今年

度、そちらのほう特別調整交付金のほうに算入されておりますので、差額のほうが両方出て

るような状況になっております。後、その下の一般会計の繰入金なんですけれども、こちら

は法定内の繰り入れとなっております。９ページ、第三者行為の分なんですけれども、こち

ら交通事故による１件分となっております。脳ドックなんですけれども、こちら対象者が２

９名となっております。１１ページ、コンピュータソフト変更及び修正手数料なんですけれ

ども、こちらは未就学児による保険料の軽減に対応したシステム改修となっております。１

２ページ、オンライン資格確認等システム運営負担金なんですけれども、こちらは被保険者

情報と番号情報とのやり取りをしておりますサーバーの運営管理等の費用になります。ひも

づけによる不具合というのが、特段ちょっと私どものほうには不具合がというふうな情報は

入っておりません。１４ページのほうになります。４年度の町内の死亡された方の人数なん

ですけれども６８名、うち国保が７名となっております。出生につきましては、町内１１名、
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国保が２名となっております。１７ページの特定健診なんですけれども、こちら対象者につ

きましては６６１名の受診者が１９８名、後、９年度の県の国保の事業というところでご質

問もありましたが、こちらは現時点では見送りとなっております。時期については、まだこ

れからの検討となっております。１７ページ、健康家庭奨励費でございますが、こちらは世

帯自体は９世帯になります。収入未済額の件数ですけれども、１節、２節、３節でともに１

３世帯となっております。不納欠損の理由ということですが、こちらにつきましては、執行

停止となっておりました滞納額については、時効を迎えたためでございます。執行停止を行

っていた内訳としましては、生活保護の適用を受けている者に対する執行停止が４世帯、生

活困窮世帯に対する執行停止が２世帯となっております。これを理由に執行停止をしており

ました案件が時効を迎えたため、不納欠損処分とさせていただいております。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。３番、海野君。 

○３番（海野好詔君） 

  ７ページなんですけれども、先ほどから説明してくれてますけれども、収入未済額が１，

４６６万７，１００円、不納欠損額が３２７万３，１００円、合計１，７９４万２００円と

いうことで、全体の調定額が５億２，３９６万２，８０５円に対して、この不納欠損額と収

入未済額で約３．４パーセントあるわけですね。これは不可能なんですけれども、仮にこれ

が全て回収できたならば、保険料が３．４パーセント下がるという計算上なんですけど。だ

から、こういうことを考えて、毎年聞いておるんですけれども、滞納されているところに対

して、どのような対応をされているのか聞きたいと思います。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  下津住民福祉課長。 

○住民福祉課長（下津公広君） 

  滞納者につきましては、納付していただくよう通知や個別の交渉を実施しております。納

期限を過ぎますと、催促の通知等をやってるんですけれども、それでもという場合は、短期

の保険証のほうを発行させていただいております。また、高額な滞納の方につきましては、

財産調査としまして、金融機関への預金調査なども行っております。また、今年度から地方

税回収機構のほうに滞納案件のほうを移管をしておりまして、一応１件送ったという実績も

ございます。保険料につきましては、皆様の医療費に充てる財源となりますので、納めてい

ただきますよう、我々も努力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（福田忠由君） 

  ３番、海野君。 

○３番（海野好詔君） 
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  やっぱり、納める方との不公平感がないように、そこら辺考えてやっていただきたいなと

いうように思います。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。１番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  不納欠損額というのは、去年はなかったように思うんですよ。あったですか。いきなり３

２７万３，１００円ということで、この６世帯の方は今現在、太地におるんですか。どうい

う状態になっとんのかな、これ。この３００万円欠損するまで放っといたんですか。どんな

んですか、これ。さっきも海野さんが言うた、不公平感がないように、真面目に払わる人は

ばからしなってくる、こんなん見たら、３００万円も不納欠損になったら。その辺ちょっと

説明してください。 

○議長（福田忠由君） 

  下津住民福祉課長。 

○住民福祉課長（下津公広君） 

  令和３年度につきましては、こちら財産調査などを実施しておりました関係で、こちら不

納欠損に至る事例がなかったということになります。この方々につきましては、４名の方が

生活保護ということで、後２名の方が生活困窮ということです。いろいろ滞納処分をしても

回収する見込みがないという、いろいろ預金調査等も実施しての判断となっております。以

上です。 

○議長（福田忠由君） 

  １番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  そういう人たちというのは、保険料どえらい安いですよね。そんなことないんですか。そ

の方らがこんだけためるというのは、すごい年数かかると思うんですけど、そうでもないの。

ここまでなるまで放っておいた理由というのは何ですか。 

○議長（福田忠由君） 

  下津住民福祉課長。 

○住民福祉課長（下津公広君） 

  こちら、滞納の方につきましては、先ほども申し上げましたとおり、短期証とか発行して、

接触の機会を設けるようにして交渉のほうを重ねてまいりました。ですが、なかなか納付に

至らなかったというところで、滞納額という形で残ってきてるということで、ご理解いただ

けたらと思います。以上です。 

○議長（福田忠由君） 



－ 104 － 

 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  質疑を終わります。討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  討論を終わります。これから、認定第２号、令和４年度特別会計太地町国民健康保険事業

歳入歳出決算認定の件を採決します。お諮りします。この決算は、原案のとおり認定するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  異議なしと認めます。したがって、認定第２号、令和４年度特別会計太地町国民健康保険

事業歳入歳出決算は、認定することに決定いたしました。 

                                           

△日程第１７ 認定第３号 

○議長（福田忠由君） 

  日程第１７ 認定第３号、令和４年度特別会計太地町介護保険事業歳入歳出決算認定の件

を議題といたします。事務局長に朗読させます。 

（事務局長朗読） 

○議長（福田忠由君） 

  説明を願います。執行会計管理者。 

○会計管理者（執行貴弘君） 

  令和４年度特別会計太地町介護保険事業歳入歳出決算書についてご説明いたします。１ペ

ージをお願いします。実質収支に関する調書です。歳入総額は５億１，１５６万６３４円、

歳出総額は４億９，１５３万１，１７１円、歳入歳出差引額は２，００２万９，４６３円で

す。翌年度への繰り越しすべき財源はありません。実質収支額は２，００２万９，４６３円

です。２ページをお願いします。歳入の款別決算額比較表です。１款、保険料の収入済額は

８，５２０万２，０００円で、前年度と比較いたしまして３２万３，５００円の減額です。

未収入額は１８９万２，６００円で、２４人分です。３款、使用料及び手数料の収入済額は

８，５００円です。４款、国庫支出金の収入済額は１億３，６３８万６，７１０円です。５

款、支払基金交付金の収入済額は１億２，５３６万４，０００円です。６款、県支出金の収

入済額は７，０１７万６，４７９円です。１０款、繰入金の収入済額は７，４７２万７，３

００円で、前年度と比較いたしまして４８３万５，６５０円の減額です。１１款、繰越金の
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収入済額は１，５２６万７，１４５円です。１３款、諸収入の収入済額は４４２万８，５０

０円です。３ページをお願いします。歳出の款別決算額比較表です。１款、総務費の支出済

額は３４９万６，０９１円です。２款、保険給付費の支出済額は４億３，７２２万５，４４

２円で、前年度と比較いたしまして、９８８万６，７８３円の減額です。令和５年３月末現

在の第１号被保険者数は、１，２２０人です。５款、地域支援事業費の支出済額は３，５１

５万７，７４８円です。６款、基金積立金の支出済額は８１万７，０００円です。８款、諸

支出金の支出済額は１，４８３万４，８９０円です。５ページをお願いいたします。令和５

年度の不納欠損額は、２０万２，１００円です。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  説明を終わります。質疑を行います。１番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  ８ページの特別徴収と普通徴収の人数をお願いします。それから、収入未済額３万９，２

００円の人数、それと、不納欠損額の２０万２，１００円の人数と理由。それから、滞納繰

越分の収入未済額１８５万３，４００円の人数をお願いします。１３ページの一番上の事務

費等繰入金４００万３，０００円は、これ法定内かというのと、それと、一番下の第１号被

保険者延滞金１万３，４００円、これ何名分なのか。それと、去年は介護給付費準備基金繰

入金があったように思うんですけども、これが今年は入ってないんですけども、その理由を

お願いします。それと基金の残。それと、１６ページの備品購入費の端末機器購入費７３万

７，０００円と、下から２番目の財産調査手数料５１８円の説明もお願いします。それから、

１８ページの一番上、介護予防住宅改修費が１００万３，３９５円の増についての説明もお

願いします。それから、２０ページの配食サービス委託料、実績をお願いします。それから、

２１ページの報償費、地域包括支援センター運営協議会委員報償費ですか、１万４，０００

円についての説明もお願いします。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  下津住民福祉課長。 

○住民福祉課長（下津公広君） 

  ８ページお願いいたします。特別徴収、普通徴収の人数なんですけれども、特別徴収が１，

１４５名、普通徴収が７５名となっております。現年度の収入未済額なんですけれども、こ

ちら４名分になります。滞納繰越の未済額のほうが２１名となっております。こちらのほう

なんですけれども、昨年度まで延べでちょっと報告をさせていただいてたようです。延べで

言いますと５３名となります。後、不納欠損の人数なんですけれども、３名となりまして、

こちらの理由につきましては、執行停止をしておりました滞納額、時効を迎えたということ

なんですけれども、執行停止を行ってた内訳としましては、生活保護の適用になった世帯が
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２世帯、生活困窮に対することで執行停止していた世帯が１世帯となっております。１３ペ

ージ、事務費の繰り入れになりますが、こちらは法定内の繰り入れとなります。その下、延

滞金の人数なんですけれども、２名分となります。後、基金の繰り入れなんですけれども、

こちら令和３年につきましては、こちらのほう基金から財源として繰り入れる必要がなかっ

たということで、４年度は計上しておりません。基金の残なんですけれども、１，０３６万

４，０００円となっております。１６ページお願いいたします。端末機の購入なんですけれ

ども、こちらは介護保険システムを使用する端末を１台追加しております。財産調査につき

ましては、こちらのほう４件分の実施をした手数料となっております。１８ページ、介護予

防の住宅改修なんですけれども、こちら件数のほうが１６件、昨年度５件が１６件になった

ということでの増になります。２０ページの配食サービスの利用の実績なんですけれども、

２２名となります。２１ページの地域包括支援センター運営協議会委員の報酬なんですけれ

ども、こちら医師、歯科医師と、こちら入っていただいているんですけれども、４名分の運

営協議会の出席への報酬となります。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。３番、海野君。 

○３番（海野好詔君） 

  ７ページですけれども、翌年度繰越が２，００２万９，４６３円となってます。これ、大

きな繰越なので旧年度の決算と比較してみました。歳入については、昨年度と５００万円減

でほぼ変わりありません。歳出については、決算上で１，０００万円の減となっています。

そして、令和３年度の１，５２６万７，１４５円の繰越額が令和４年度の財源として組まれ

ていました。令和４年度は、２，００２万９，４６３円の繰越と。４年度末現在で、先ほど

も基金の話がありましたけれども、１，０３６万４，０００円、合計この繰越を足すと３，

０３９万３，４６３円、約３，０００万円の現金があるということになろうかと思います。

来年度は、介護保険料の見直しだと思うんです。今現在、計画書を策定中じゃないかなとい

うような気がするんですけれども、そのときに約３，０００万円の現金があって、この現金

を保険料に、来年度以降の３年間の保険料に対して、どのように対応していくのかというこ

とを聞きたいと思います。例えば現状維持、もう値上げというのは、恐らく考えはないと思

うんですけれども、値上げするのか、それとも現状維持なのか、引き下げするのか、そうい

うことを視野に入れてお答えいただきたいと思います。これ、担当課長じゃなくても、町長、

副町長でも結構です。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  下津住民福祉課長。 

○住民福祉課長（下津公広君） 
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  基金等を活用してということなんですけれども、まず、基金ということで、こちらのほう

介護保険事業に、運営に支障を来すような費用の不足が生じた場合にというところで、基金

という、残しておきたいという思いもございますので、そういう保険料の軽減への充当につ

きましては、ちょっと上司と相談していきたいと考えております。計画のほうにつきまして

は、今策定中でして、保険料を据え置きにするのか、上げる、下げるというところは、ただ

いま検討中ですので、そのようによろしくお願いいたします。 

○議長（福田忠由君） 

  ３番、海野君。 

○３番（海野好詔君） 

  だから、僕は上司と相談するっていうことだったんで、町長か副町長でもいいですよとい

う話をさせていただきました。その基金は、当然、何かあったときのために基金を置くとい

うの分かるんですけれども、これだけ物価が値上がりして、とにかく介護保険に入られてい

る方というのは、多くが年金受給者ですよね。だから、そこら辺で、やはりまちで聞くのは

介護保険料が高いよということをよく言われます。サラリーマンであった、公務員であった

人もそうなんですけれども、年金をもらいながら、やはり介護保険料が高いよというような

ことも言われてます。だから、実際に本当に負担になるのかなというような気がするんです

よね。当然、要るものが僕は仕方ないと思うんです。これは、誰もが通る道だと思うんです、

介護というのは。だから、地域包括支援センターはなるべく高齢者になったときに介護保険

料を使わないような運動とか、いろいろなことをやっていただいていると思うんですけど、

だから、そこら辺でやはり住民に負担をかけないような予算組というか、保険料も考えてい

ただきたいというように思います。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  三軒町長。 

○町長（三軒一高君） 

  審議委員会もありますので、今聞いたことについて、できるだけ本音としては値上げはし

たくないんですよ。これが高いというのは、まちでもしょっちゅう言われますので、慎重に

やりたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  質疑を終わります。討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（福田忠由君） 

  討論を終わります。これから、認定第３号、令和４年度特別会計太地町介護保険事業歳入

歳出決算認定の件を採決します。お諮りします。この決算は原案のとおり認定することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  異議なしと認めます。したがって、認定第３号、令和４年度特別会計太地町介護保険事業

歳入歳出決算は認定することに決定いたしました。暫時休憩します。午後１時より再開しま

す。 

休憩 午前１１時３９分 

 

再開 午後１時００分 

○議長（福田忠由君） 

  再開します。 

                                           

△日程第１８ 認定第４号 

○議長（福田忠由君） 

  日程第１８ 認定第４号、令和４年度特別会計太地町後期高齢者医療事業歳入歳出決算認

定の件を議題といたします。事務局長に朗読させます。 

（事務局長朗読） 

○議長（福田忠由君） 

  説明を願います。執行会計管理者。 

○会計管理者（執行貴弘君） 

  令和４年度特別会計太地町後期高齢者医療事業歳入歳出決算書についてご説明いたします。

１ページをお願いいたします。実質収支に関する調書です。歳入総額は１億１，８６９万３，

６２８円です。歳出総額は１億１，７８１万２，２１８円です。歳入歳出差引額は８８万１，

４１０円です。翌年度への繰り越しすべき財源はありません。実質収支額は８８万１，４１

０円です。２ページをお願いします。歳入の款別決算額比較表です。１款、後期高齢者医療

保険料の収入済額は３，９４６万１００円で、前年度と比較いたしまして２９１万６，５０

０円の減額です。未収入額は６６万６，８００円で２１人分です。２款、使用料及び手数料

の収入済額は９，４００円です。４款、繰入金の収入済額は７，２４５万８，８４０円で、

前年度と比較いたしまして２５１万７，２１３円の減額です。５款、繰越金の収入済額は１

０５万４，８９０円です。６款、諸収入の収入済額は５７１万３９８円です。３ページをお
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願いします。歳出の款別決算額比較表です。１款、総務費の支出済額は６８万１，９９３円

です。２款、後期高齢者医療広域連合納付金の支出済額は１億１，１５２万９，９１３円で、

令和５年３月末現在の被保険者数は７５８人です。３款、諸支出金の支出済額は５３５万９，

１１２円です。４款、保険事業費の支出済額は２４万１，２００円です。４ページをお願い

します。令和４年度の不納欠損額は８８万５００円です。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  説明を終わります。質疑を行います。１番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  最初に、加入者数が７５８人ということで説明がありましたけども、特別徴収と普通徴収

の人数をお願いします。それから、未収の人が２１人、不納欠損額の８８万５００円、これ

の人数と理由をお願いします。それと、マイナスがついてあるのはどういう意味なのか、ち

ょっと説明をお願いします。それと、令和４年度の太地町における一人当たりの後期高齢者

医療費は幾らになりますか。いつも聞いとるんで単純計算でいいのでお願いします。それと、

一番最後の脳ドックの人数。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  稲藪住民福祉課企画員。 

○住民福祉課企画員（稲藪江美君） 

  被保険者数７５８人の内訳ですが、普通の人が２０５人、特別の人が５５３人です。滞納

繰越分の不納欠損の人数ですが２人です。その理由としましては、執行停止としておりまし

た滞納額について時効を迎えたためでございます。執行停止を行っていた内訳としまして、

生活困窮世帯に対する執行停止が１世帯、残りの１世帯分につきましては、滞納者が死亡し、

相続調査を実施しましたが、相続人がいなかったため執行停止を行ったものでございます。

一人当たりの医療費ですが、単純計算をしまして、その療養費を被保険者で割りまして、１

か月分にしますと６万２，４７４円になります。収入未済額のマイナス表記についてですが、

これは還付する額、還付未済額が含まれているためマイナス表記となっているところがあり

ます。脳ドックですが、５名分です。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  １番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  質問一つ忘れたんで、収入未済額の滞納繰越分の７４万１，２００円の人数をお願いしま

す。 

○議長（福田忠由君） 

  稲藪住民福祉課企画員。 
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○住民福祉課企画員（稲藪江美君） 

  これは１９人分になります。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  質疑を終わります。討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  討論を終わります。これから、認定第４号、令和４年度特別会計太地町後期高齢者医療事

業歳入歳出決算認定の件を採決します。お諮りします。この決算は原案のとおり認定するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  異議なしと認めます。したがって、認定第４号、令和４年度特別会計太地町後期高齢者医

療事業歳入歳出決算は認定することに決定いたしました。 

                                           

△日程第１９ 認定第５号 

○議長（福田忠由君） 

  日程第１９ 認定第５号、令和４年度特別会計太地町都市計画公共下水道事業歳入歳出決

算認定の件を議題とします。事務局長に朗読させます。 

（事務局長朗読） 

○議長（福田忠由君） 

  説明を願います。執行会計管理者。 

○会計管理者（執行貴弘君） 

  令和４年度特別会計太地町都市計画公共下水道事業歳入歳出決算書についてご説明いたし

ます。１ページをお願いします。実質収支に関する調書です。歳入総額は４，５８５万３，

４２４円です。歳出総額は４，３４６万２，２２６円、歳入歳出差引額は２３９万１，１９

８円です。翌年度への繰り越しすべき財源はありません。実質収支額は２３９万１，１９８

円です。２ページをお願いします。歳入の款別決算額比較表です。１款、使用料及び手数料

の収入済額は２，１８７万２，６２０円、前年度と比較いたしまして７９万２，６６０円の

減額です。未収納額は２６万２，０４０円で、２３世帯分です。４款、繰入金の収入済額は

１，８５７万４，０００円です。前年度と比較いたしまして１，５８５万８，０００円の減



－ 111 － 

 

額です。５款、繰越金の収入済額は４２０万６，８０４円です。６款、町債の収入済額は１

２０万円です。３ページをお願いします。歳出の款別決算額比較表です。１款、公共下水道

事業費の支出済額は２，７２９万６，２０４円です。２款、公債費の支出済額は１，６１６

万６，０２２円です。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  説明を終わります。質疑を行います。１番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  令和４年度、太地町の全世帯数と公共下水に接続している世帯数、それから、そのうち何

世帯が使用料を払っているのか。それと、太地町の水洗化率をお願いします。それから、収

入未済額の２２万９８４円の世帯数と、その下の過年度分使用料の４万１，０６０円の世帯

数をお願いします。１０ページの備品購入費、タイムレコーダーとテレビ、これは買い替え

なのかどうか。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  奥田産業建設課副主幹。 

○産業建設課副主幹（奥田耕司君） 

  まずは、令和４年度の全世帯数と水洗化世帯数、それと接続世帯数、支払い世帯数ですが、

全世帯数が１，１９８世帯、水洗化世帯が９６４世帯、使用料を払っていただいている世帯

が７１９世帯となっております。世帯水洗化率が８０．４％で、人口普及率が９０．６％と

なっております。収入未済の世帯数ですが、２３世帯となっております。これ、現年、過年

合わせた分でなっております。次に、タイムレコーダーとテレビなんですけども、これは買

い替えとなっております。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  脊古産業建設課副課長。 

○産業建設課副課長（脊古 景君） 

  使用料の未納者の世帯数なんですけども、令和４年度、現年分で２２世帯、過年度分につ

きましては１世帯となっております。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  １番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  令和３年度の全世帯数が１，５５７というのをここに書いとるんですけど、そんだけ差あ

るんですか。３５９件減っとるんですけども、そんなもんなんですか。それと、接続世帯数

と使用料を払っている世帯数の違いというのは、これ空き家ということですか。９６４世帯

の７１９ということは、２４５が空き家になっていると。ほかにも１，１９８あるんやから、
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ほかにも空き家あると思うんですけども、この数字だけでも２４５は空き家があると理解し

といたらよろしいですか。 

○議長（福田忠由君） 

  奥田産業建設課副主幹。 

○産業建設課副主幹（奥田耕司君） 

  まず、世帯数と支払の差があることについてですけれども、まず、こちらのほうは空き家

とか家を解体されたところも一応接続という形でちょっと残ってしまっているもので、それ

で数字として出てきてしまっているものです。下水は、今のところ下水の廃止届というもの

がなかなか出てこないような状態でありまして、一度登録してしまうとそのまま残ってしま

うような形で世帯も残ってしまうということで、このような数字になっております。先ほど

申しました世帯数１，１９８というのは、区域内の世帯となっておりました。すいません。 

（「全世帯数聞いてる」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  山下産業建設課長。 

○産業建設課長（山下真一君） 

  その資料について、今持ち合わせがないので、調べてまた報告させていただきます。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。３番、海野君。 

○３番（海野好詔君） 

  ４ページなんですけれども、使用料が２，１８７万２，０００円、そして繰入金が１，８

５７万４，０００円と、この歳出を見る限り、以前は、昔は担当者の給料もここに含まれて

いましたけれども、今は含まれていないと、実質的には公共下水道事業の運営費だけが掲載

されていると考えてるんですけれども、そして今、説明のあったように使用数が７１９世帯

ということで、先日も町長から暖海は半分ぐらい減ってるよということだったんです。それ

で、当初、これを公共下水道をやったときの計画人口というのは相当あったと思うんですよ

ね。それから、どんどん、どんどん空き家も増え人も少なくなって、このような状態になっ

てると思うんです。これを運営していくにあたって、やはり、もう繰入金がないと運営がで

きないような状況じゃないかなっていうように考えます。今後、やはり災害等が起こったと

きのために管の布設替えとか、いろいろ運営等をきちっとやっていく必要があるんじゃない

かなというような気がします。それで、この使用料の金額だけで大変じゃないかなっていう

ような気もするんです。今後、やはり繰入金を含めた形の運営でやっていくのか、そこら辺

をお聞きしたいと思います。 

○議長（福田忠由君） 
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  漁野副町長。 

○副町長（漁野洋伸君） 

  昭和４３年に確か事業認可を受けて、昭和４４年から常渡分区から始まったんですね、観

光立地を目指すというような形で。今言われたような形で、ずっと公共下水道自体は、都市

計画事業として多大なる貢献してきたと思うんですよ。公衆衛生とか、水質保全とかという

ような形できてると思います。ただ、どうしてもやっぱり繰入金は、今現在のところの使用

料では発生しております。使用料をなるべく抑えたいということで、一般の都市計画費のほ

うに入れさせていただいております。そのようなことで来てるんですけれども、当面は、や

はり今、繰入金につきましても、事業課の努力で、エコユニバースフロントとか、そういう

ような形の導入しまして、かなり減ってる、数年前よりもかなり減ってるのは事実だと思う

んですよ。そのような形で、今、経営努力は一生懸命してるんですけれども、当面、災害、

そういうことも十分分かるんですけれども、ここ当面については、やっぱりそれなりの繰入

金を一般会計のほうから入れさせていただいて、継続して当面はいくのかなという形で今の

ところは考えております。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ３番、海野君。 

○３番（海野好詔君） 

  仕方ない部分もあると思うんですよね。ただ、やはり災害はいつ起こるか分からないとい

うことで、近い将来なのか、また、もしかしたら明日かということになると思うんです。そ

ういうときに、やはり公共下水道を使用している方々がパニックになるんじゃないかなとい

うような気もしますから、そこら辺、災害に強い管というのがあるのかどうか私分かりませ

んけれども、そこら辺も、今後、計画を含めてやっていく必要があるんじゃないかなという

ように思うんですけど、いかがですか。 

○議長（福田忠由君） 

  漁野副町長。 

○副町長（漁野洋伸君） 

  そういう管とか、そういうことについては、今言われたことを肝に銘じて調査して、今後

考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（福田忠由君） 

  奥田産業建設課副主幹。 

○産業建設課副主幹（奥田耕司君） 

  先ほどの世帯数の回答なんですけども、１，５５８となっております。以上です。 

○議長（福田忠由君） 
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  １番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  海野議員の質問の続きみたいなんですけど、管の入れ替えとかして、終末処理場を修理す

るのと、立て直すのと、浄化槽にするのと、どんなんですか。公共下水道やめて浄化槽にす

る。 

○議長（福田忠由君） 

  漁野副町長。 

○副町長（漁野洋伸君） 

  難しいご質問いただいたんですけれども、現在のところ、下の場合は公共下水で下水道の

形で何とか保全しながらやっていきたいなと思っております。今後、いろんなことを考えさ

せてください。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。２番、森岡君。 

○２番（森岡茂夫君） 

  １１ページの備考の下から２行目なんですが、委託料、常渡ポンプ場云々というのがあり

ます。これはどういう調査を行ったんでしょうか。 

○議長（福田忠由君） 

  奥田産業建設課副主幹。 

○産業建設課副主幹（奥田耕司君） 

  まず、常渡ポンプ場の雨水管となっているんですけども、ここの排水がちょっと鈍いよう

な感じがしましたので、ここに一度カメラを入れて調査及び洗浄を行ってもらいました。も

う１か所、この水ノ浦地内となっておりますけども、そこの小畑石油店の横のマンホールが

一度詰まったというか、土砂が一度ありまして、それを取り除いたんですけども、それの原

因が分からないということで、カメラまた入れて調査をしました。そのときにも洗浄を行っ

ております。結果なんですけども、特に穴が開いてなかったということで、ちょっと不思議

な事案ではありました。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。２番、森岡君。 

○２番（森岡茂夫君） 

  海野議員と漁野議員の指摘、災害時にどうするかという、これ本当にごもっともだと思い

ます。私が支援活動をやってました東日本大震災のときには、処理場が全く機能不全、停止

してしまった箇所が４８か所、それから、これは上水ですけど、ポンプ場が停止したのが７

９か所、それから、５年ぐらい前だったですか、私がボランティアに行きました西日本大豪
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雨のときにも、広島県の三原だとかあの辺が処理場、ポンプ場がやられて、ポンプ場がやら

れたところは、確か１年間ぐらい隣の自治体から水をもらっている、そういう状況でした。

それで、これは予算審議のときに、予算の前に提案しなきゃいけないことなんですが、もう

太地の場合は津波があったら１００％あそこはやられるのは分かっているわけですから、そ

れのときに応急的な手当をどうするか。これは、今もう調査されていると思いますけど、国

土交通省は東日本大震災で津波でやられたところ、それから土石流でやられたところ、それ

がどういう対策をとったかというのを詳細な資料をホームページ上で公開しておりますので、

ぜひそういうことを研究すべきだと、私はもう遅いのかも分かりませんが、ぜひすぐ始めて

ほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（福田忠由君） 

  奥田産業建設課副主幹。 

○産業建設課副主幹（奥田耕司君） 

  一度確認させていただいて、検討させてもらいと思います。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。２番、森岡君。 

○２番（森岡茂夫君） 

  これも、私の体験なんですが、２００４年の新潟県中越地震、あれで震度７に襲われた川

口町というところがあります。ここが、下水道が全部やられてしまいました。それで、実は

救急隊員、消防だとか、警察だとか、自衛隊はいいんです、自衛隊は自分たちで汚水を処理

できますので、でも、救急隊員自体が中に入れないと。だから、新聞社やなんかも一切入れ

ていなかったと、完全に機能不全になっておりました。もう、まち自体が下水道がやられる

とこういう事態になるのか、救急隊員ですら入れないまちになってしまうのかというのを、

私は目の当たりに見ました。ぜひ、その体験から提案したいのは、太地町の場合は１００％、

まず、津波が来る前にもしかしたら震度５強、６以上で浄水場は耐えられない可能性もあり

ますので、しっかりと検討をしていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（福田忠由君） 

  奥田産業建設課副主幹。 

○産業建設課副主幹（奥田耕司君） 

  そのようにちょっと検討させていただきたいと思います。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 
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  質疑を終わります。討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  討論を終わります。これから、認定第５号、令和４年度特別会計太地町都市計画公共下水

道事業歳入歳出決算認定の件を採決します。お諮りします。この決算は原案のとおり認定す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  異議なしと認めます。したがって、認定第５号、令和４年度特別会計太地町都市計画公共

下水道事業歳入歳出決算は認定することに決定いたしました。 

                                           

△日程第２０ 認定第６号 

○議長（福田忠由君） 

  日程第２０ 認定第６号、令和４年度特別会計太地町くじらの博物館事業歳入歳出決算認

定の件を議題とします。事務局長に朗読させます。 

（事務局長朗読） 

○議長（福田忠由君） 

  説明を願います。執行会計管理者。 

○会計管理者（執行貴弘君） 

  令和４年度特別会計太地町くじらの博物館事業歳入歳出決算書についてご説明いたします。

１ページをお願いします。実質収支に関する調書です。歳入総額は３億８，２５３万８，５

４２円、歳出総額は３億４，１４４万８，５５０円、歳入歳出差引額は４，１０８万９，９

９２円です。翌年度へ繰り越しすべき財源はありません。実質収支額は４，１０８万９，９

９２円です。２ページをお願いします。歳入の款別決算額比較表です。１款、くじらの博物

館収入の収入済額３億８，２５３万８，５４２円、前年度と比較いたしまして、３４７万９，

４２９円の増収です。収入未済額は、動物管理収入など合わせて１億３，６３０万２８６円

です。また、令和４年度の入館者数は、１３万８，７５７人でした。３ページをお願いしま

す。歳出款別決算額比較表です。１款、くじらの博物館費の支出済額は３億４，１４４万８，

５５０円です。説明は以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  説明を終わります。質疑を行います。１番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  これも最初に、毎年聞いとるんで、現在、博物館で飼育している小型鯨類の種類と頭数、
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最後に合計をお願いします。それから、博物館所有の小型鯨類で、博物館以外で飼育してい

る小型鯨類があれば、場所と種類と頭数をお願いします。令和４年に亡くなった博物館の小

型鯨類の種類と頭数、それと、現在、管理している開発公社の小型鯨類の種類と頭数、最後

に合計を。そして５番目に、開発公社の小型鯨類で森浦湾以外で飼育している鯨類があれば、

場所と種類と頭数をお願いします。そして、令和４年度に亡くなった開発公社の小型鯨類の

種類と頭数もお願いします。それと、先ほど入館者数言ってくれたんですけど、聞きのがし

たので令和４年度の月ごとの入館者数と最後に合計をお願いします。それと、実質収支額が

４，１０８万９，９９２円ということなんですけども、令和１年からの実質収支額、令和１

年、令和２年、令和３年とあると思うんで、それの実質収支額を教えてください。それと、

管理収入が５，４１３万８，０２２円入ってきてないということなんで、合計が１億３，６

３０万２８６円ということで、非常に大きな金額になってきとるんですけども、これはどう

するつもりなのか、ちょっと館長だけに聞くのもかわいそうですけども、開発公社に聞けな

いので、だから、ちょっとどういう状態になっとるのか。開発公社の決算見ると、１億３，

０００万円ぐらい貯金あるみたいなんですけど、ちょっとでも入れてもうたらどうですか。

それと、入館料が３，６４８万６，７９３円の増ということと、売店収入が１，１９１万５，

９１１円の増ということで、非常に頑張っていると思うんですけども、未収金が足を引っ張

ってるんじゃないかなと非常に心配しております。６ページ、飼料売も１７３万１，７８４

円の増ということで、いつも聞いている内訳を、大まかな内訳でいいのでよろしくお願いし

ます。それから、ここの動物管理収入の２６６万７，０６０円というのは、これは海水浴場

の管理収入でしょうか。それから、施設整備等積立金、令和４年度における積立金の額をお

願いします。７ページの物品売払代金がゼロになっているということで、これの説明もお願

いします。それから、８ページの顧問報酬、これ１２万９，０００円増ということで、吉岡

先生と白水さんということで聞いとるんですけど、説明をお願いします。それから、名誉館

長報酬２万円についてもお願いします。その下の報酬、令和３年は３４名だったんですけど

も、令和４年度は何名なのか。給料で一般職給料、会計年度任用職員給料、これは職員が３

名で、フルタイムの会計年度任用職員が３名ということだったんですけど、それは３名、３

名で理解しといてよろしいですか。それと、９ページの共済費なんですけども、職員共済組

合負担金、一般職が８７万４，３７６円の増ということと、会計年度任用職員が２４６万８，

１９０円の増ということで、これの説明もお願いします。それから、１０ページの旅費、こ

れは海外ないと思うんですけども、あればお願いします。それと、交際費２８万８２６円の

増ということで、これも説明をお願いします。それから研究費、これも１９万８，１０３円

の増ということでお願いします。それから、飼料購入費が６４３万１，７８７円の増、医療

材料費が２１２万４，８８３円の増ということで、これ毎年聞いとるんで、大まかな内訳で
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いいので説明をお願いします。それと、役務費の防火管理者講習受講料７，６００円、それ

から、動物取扱責任者更新手数料２万３，７７０円と、食品営業許可更新手数料１万６，０

００円、電子渡航認証申請手数料３，３３１円の説明もお願いします。それから、１２ペー

ジの１３節の下から３番目の動物用多項目自動血球装置リース料が２７万３，２４０円の減

ということで、これも説明をお願いします。１３ページの工事請負費の三つ、それと、備品

購入費の動物購入費２８０万８，７５０円の説明と、それから、ハナゴンドウ全身骨格標本

製作費２９９万９，７００円。それから、繁殖用生簀９６８万円の説明もお願いします。そ

れと、１４ページの上から３番目の移動式授乳室、それと、一番下の自動体外式除細動器。

１４ページの１８節の下から４番目、日本哺乳類学会年会費と日本水産学会年会費。それか

ら、各会議分担金についての説明をお願いします。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  稲森くじらの博物館長。 

○くじらの博物館長（稲森大樹君） 

  まず、動物関係のことについてご説明させていただきます。現在、くじらの博物館が所有

している小型鯨類の種類と頭数からになります。９種、４０頭、雑種４頭、計４４頭所有し

ております。内訳としましては、コビレゴンドウ４頭、オキゴンドウ１頭、ハナゴンドウ７

頭、カズハゴンドウ３頭、バンドウイルカ１４頭、カマイルカ３頭、マダライルカ３頭、ス

ジイルカ３頭、シワハイルカ２頭、雑種４頭になります。現在、くじらの博物館が所有して

いて、くじらの博物館以外で飼育している小型鯨類の種類と頭数になります。森浦湾で３種、

１１頭を飼育しております。ハナゴンドウが５頭、バンドウイルカが５頭、雑種が１頭にな

ります。令和４年度、くじらの博物館で死亡した小型鯨類の種数と頭数になりますが、合計

で６種、７頭になります。ハナゴンドウ１頭、カズハゴンドウ２頭、スジイルカ１頭、シワ

ハイルカが１頭、雑種２頭になります。現在、くじらの博物館が管理している公社個体の小

型鯨類の種類と頭数になります。５種、１２５頭になります。内訳が、コビレゴンドウ７頭、

ハナゴンドウ２１頭、バンドウイルカ８５頭、カマイルカ１１頭、スジイルカ１頭になりま

す。公社が所有していて博物館で飼育している種数と頭数になります。２種、３頭になりま

す。内訳は、コビレゴンドウ１頭、ハナゴンドウ２頭になります。最後に、公社の令和４年

度の死亡頭数になります。３種、８頭になります。内訳としましては、バンドウイルカ５頭、

カマイルカ２頭、スジイルカ１頭になります。歳入歳出差引額、実質収支額のことに関して

ですが、令和元年度からご説明いたします。１億５，１９６万６，８１２円、令和２年度、

１億３，８７８万７，７２５円、令和３年度、７，８３１万５，３４６円、そして今年度と

なる４年度は４，１０８万９，９９２円となります。続きまして、２ページの未収入額１億

３，６３０万２８６円につきまして、こちら未収は全て公社への未収額となっております。
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こちらにつきましては、今後も公社と協議を進めながら、なるべく早く支払いをいただける

ように努めてまいりたいと思っております。６ページお願いいたします。月ごとの入館者数

と合計のご説明になります。４月７，９４６人、５月１万４，４３２人、６月６，９４６人、

７月１万２，５６０人、８月２万６，７９３人、９月１万１０人、１０月１万１，３２０人、

１１月１万１，８９７人、１２月９，４４４人、１月８，２８９人、２月６，５１４人、３

月１万２，６０６人、合計で１３万８，７５７人になります。後、入館料と売店収入につき

ましては、議員さんおっしゃるとおり増額傾向にありますので、今後も引き続き尽力してい

きたいと思います。続きまして、雑収入、飼料売他４，２７８万６，６５８円の内訳となり

ます。餌あげ体験が２，１２０万４，５２４円、ビーチでふれあい、２０５万７，０００円、

カヤックアドベンチャー、７３５万６，７００円、イルカにタッチ、７１１万８，３０８円、

トレーナー体験、３８万２，０００円、ダイビング、９４万円、その他の収入で３２９万３，

１２６円となります。続きまして、動物管理収入２６０万７，０００円でございますが、こ

ちらおっしゃるとおり海水浴場での入となります。続きまして、施設整備等積立金、基金に

つきまして、現時点、１億８７７万１，５４３円となります。７ページお願いいたします。

動物譲渡代金ゼロ円の説明なんですけれども、予算では公社への販売等も一応予算に組み込

んでおりましたが、今回そのような実績はなくゼロ円となっております。８ページお願いい

たします。顧問と名誉館長につきまして、まず、顧問に関しましては３名、林克紀前館長の

ほうが令和４年度より顧問としてお願いしております。続きまして、名誉館長の２万円にな

りますが、昨年度、２日間こちらのほうにお越しいただいてご指導等していただいておりま

す。続きまして、報酬につきまして、こちら令和３年度より１名増の３５名となっておりま

す。給料につきまして、職員は３名ではなく２名となっております。その下、給料、会計年

度任用職員につきましては３名となっております。１０ページからご説明させていただきま

す。旅費につきましては、海外、外国は１件あります。２０２３年、蔚山鯨祭りという韓国

のほうで鯨祭りが開催するということで、招待を受けて出張しております。また、交際費増

の理由につきましては、行動規制とかが減ったことで交際する機会が増えたということで増

額となっております。続きまして、需用費の研究費につきまして、令和４年度は論文などを

発表した関係で別刷りの印刷や研究成果をパネル展示をつくったということで増額傾向とな

っております。飼料購入費増の理由につきまして、後、内訳についてご説明いたします。サ

バが４．３トン、７８万円、ホッケが１５１．２トン、２，７７６万円、ニシン３９．９ト

ン、８１２万円、シシャモ１８．５トン、６７４万円、イカ４．３トン、１９２万円、オオ

ナゴ１４．１トン、３４０万円、その他の魚種で１．９トン、２５万円となっております。

使用料や使用する餌の組成というのは、ほとんど変わってないんですけれども、それぞれの

餌で増額、物価高騰がみられましたので、このように増額傾向となっております。続きまし
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て、１１ページの医薬材料費になります。内訳としましては、ビタミン剤が４１５万円、消

化器系薬剤が５５万円、抗菌剤が１，０００万円、生化学自動分析装置用試薬スライドが４

５万円、次亜塩素酸ナトリウム水溶液が１４５万円、消毒液が２５万円、その他薬剤が２５

万円となっております。こちらのほうも、動物の健康状態、その罹患の頭数だったり、薬剤

の投与の機会が多かったということで増額傾向を考えております。また、使用する薬剤の単

価が高かったことだったりとか、薬剤に関しても、多少なりとも物価高騰がみられていると

いった状況です。下のほう、防火管理者講習受講料につきましては、職員２名のほうが講習

を受けております。こちら、消防法第８条の規定により、一定規模以上の建物に専任が義務

づけられる防火管理者に必要とされる資格として、その習得を目的とした講習会となります。

また、その下、動物取扱責任者講習手数料につきましては、くじらの博物館の登録業種、展

示と販売が令和４年度、更新の時期にあたったため、その費用となっております。その下、

食品営業許可更新手数料、こちらも５年に１回更新の必要となっております。令和４年度は

実施しませんでしたが、露店等でかき氷の販売等もすることもありますので、そういったこ

とで更新しております。続きまして、電子渡航認証申請手数料につきまして、こちら韓国に

出張行った際に、入国等に必要な手続、申請にかかった経費となります。こちら３名分とな

ります。１２ページお願いします。下から３番目、動物用多項目自動血球装置リース料、こ

ちら減額につきまして、リース料、２０２２年４月にリースが終了しております。その減額

となっております。１３ページお願いします。工事の説明をさせていただきます。上から、

本館１階空調設備改修工事、こちら感染予防対策として、外気を取り込める換気を備えた室

温調整ができるよう、空調設備のほうを行っております。こちら、新型コロナウイルス感染

症対策事業としております。また、その下、館内空調設備改修工事、こちらに関しても、新

型コロナウイルス感染症対策事業でして、こちら外気を取り込む、そのほか浮遊ウイルスの

除去といったエアコンにも切り替えるようにしております。玄関軒修繕工事、こちらに関し

ましては、玄関、入館口の軒のほうが雨漏りをしているということで、そちらの修繕工事の

ほうを行っております。備品購入費になります。動物購入費につきましては、令和４年度は

３種、５頭の実績があります。バンドウイルカが２頭、スジイルカが１頭、カズハゴンドウ

が２頭になります。飛んで繁殖用生簀９６８万円につきましては、今まで鯨類の繁殖につき

ましては、１２かける１２の生けすで繁殖を試みてましたが、比較的大型のハナゴンドウと

かコビレゴンドウが繁殖するようになっていて、その生けすではちょっと小さいということ

で大きめの生けすをつくらせていただきました。その費用となります。１４ページお願いし

ます。自動体外式除細動器、こちらＡＥＤになります。所有しているＡＥＤのほうがバッテ

リーの消耗がありまして、こちら型が古くて充電だったり、バッテリーのみの交換というの

ができなかったため新調させていただきました。負担金補助及び交付金の日本哺乳類学会年
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会費、後は日本水産学会年会費については、こちらくじらの博物館で学会に加入させていた

だいております。学会への参加だったりとか、論文の提出だったりとか、そういったことも

徐々に進んでは来ておりますので、そういったことで会員とならさせていただきました。私

からは以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  中江くじらの博物館副館長。 

○くじらの博物館副館長（中江 環君） 

  ９ページの共済費のほうを説明させていただきます。職員共済組合負担金（一般職）が増

となっている理由といたしまして、職員数が増加したためということでございます。その下、

職員共済組合負担金（会計年度任用職員）が増となっている理由といたしましては、令和４

年１０月から会計年度の職員が健康保険の部分のみ共済組合に加入しなければいけないとい

うことになったためというふうになっております。続きまして、１３ページ、ハナゴンドウ

全身骨格標本製作費について説明させていただきます。こちらは、当館では全身交連骨格と

言いまして、すぐ展示ができるような鯨の形に組んだ状態の骨格標本で、ハナゴンドウのも

のは所蔵が今までございませんでしたので、今回初めて製作させていただくという形になっ

ております。続きまして、１４ページ、移動式授乳室についてのご説明ですが、こちらは、

これまで当館のほうでは授乳室を空いているお部屋を利用しましてお客様に授乳やおむつ交

換等をしていただいた次第なんですけれども、感染症の対策が不十分であるということから、

移動式で個室で感染症対策やセキュリティー面でも安心して利用していただけるような授乳

室を新しく設置するというようなことをさせていただいて購入させていただいた次第です。

以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  稲森くじらの博物館長。 

○くじらの博物館長（稲森大樹君） 

  １４ページの各会議分担金になりますが、こちら学会ですとか、後は水族館協会とかに加

盟しておりまして、その会議等に参加するのに参加費がかかります。その費用となります。

以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。３番、海野君。 

○３番（海野好詔君） 

  ６ページなんですけれども、先ほど漁野議員も質問してました管理収入、これ私、去年だ

ったと思うんですけれども、副町長に本年度分と前年度分、過年度分ですか、分けるべきじ

ゃないかという指摘はさせていただきました。そのときに、副町長はこれでいいのかなとい
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うような回答だったと思うんですけど、これが何年も続くと現年度分が分からなくなると思

うんですよ。基本的に、税とかの分は現年度分、過年度分というふうに分けてますので、そ

こら辺やっぱり見やすい、誰が見ても分かるように分けたほうがいいんじゃないかなと思う

んです。検討していただきたいいうように思います。それと、先ほど漁野議員からも話があ

りました博物館収入の伸び、売店収入の伸びと、これは非常に私もいいことかなと思ってお

ります。これは、職員の努力によるものじゃないかなというように思います。また、いろい

ろな体験によって収入が増えているということもいいことだと思うので、今後また、新たな

ものをいろいろ考えていって、博物館の収入につなげていただきたいなというように考えま

す。それと、これ単純計算なんですけれども、基金が、これ私もらった表で見たので１，０

００円単位なんですけれども、１億８７７万１，０００円、繰越が４，１０８万９，９９２

円で、合計１億４，９８６万円と約１億５，０００万円のお金があるということになるんじ

ゃないかなと思います。これから見ると、繰越金も含めてしていくと、財源として約３，７

００万円使ってしまったんじゃないかなって、この中で。ということは、工事費が一千幾ら

かとかとあるので単純には比較できないんですけれども、３，５００万円ぐらい毎年財源と

し充てていくんであれば、基金とこれで５年間しか持たないなというような気がします。だ

から、ここら辺の財源をどうやっていくかということだと思います。後、コロナ５類になり

観光客も増えてると思うんで、若干の博物館の収入は上がるのかなと思うんですけれども、

私も漁野議員と同じように開発公社からのお金をなるべく早く支払ってもらうべきじゃない

かなというように考えます。これについて、行政の責任者である町長に、答えづらいと思う

んですけれども、とりあえず今後の見通しとして答えいただきたいというように思います。

でないと、博物館が困るんじゃないかなというような気がします。それと、２年も続いてこ

の収入未済額が出てます。令和４年度会計、歳入歳出に関する報告書には細かくこのことに

ついて記載されていませんでした。監査員として、この滞納についてどのような指摘を行っ

たのか、述べていただきたいと思います。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  宇下代表監査委員。 

○代表監査委員（宇下和宏君） 

  ただいま、海野議員のご質問ですけども、この未収金につきましては、毎月の月例検査、

それから年２回の定期監査等におきまして、早く回収するようにも申し上げております。た

だ、回収については何らかの事情があって回収ができてないんじゃないかというふうに思い

ますので、その辺ご理解をお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  三軒町長。 
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○町長（三軒一高君） 

  議会前にも、海野議員から個人的に指摘があって、このことについて、我々も昭和５２年

からくじら館の運営に議員としてかかわっております。また、くじら館のことには特別に関

心があったんで、私は議員としてくじら館のことについて、いろいろなこれまでの経過をい

ろいろ調べても来ました。ご存じのように、くじら館は建設当時からいいときもあって、大

入り袋をやったときもあって、また、脊古町長がくじら館の館長に就任しないといけないよ

うな非常に苦しい時期も長く続きました。また、私が就任したときも、ほとんど積立金がも

う底をつくぐらいのところになっておりました。また、今回この管理のお金については、政

府のコロナでとまっていて、何回もチャンスがあったわけですね。もうこれで大丈夫だとい

う、その都度、政府間のトラブルでそれがとめられたと。今回、ここで言っていいかどうか

分かりませんけど、大使館にも私自身も、中国大使館にも行きました。いろんな話をしてく

れて、うまくいくかなと思ったら、今度の処理水の問題とか、そういうことに振り回されて

きたことも事実であります。だけど、私自身はこのいろいろな経過の中で、必ずこれを解決

しないといけないなと、頭数も持っておりますし、契約もしております。また、一部お金も

もらっております。中国としても、向こうも困っていることなので、このまま向こうに行け

ないとなれば、その中国の契約したことを半分近くお金をもらって、鯨類も出さなくて、

丸々自分たちのものになるわけですよね。だから、中国としても非常に困るんで、このこと

については、今この議会の前も３日東京におって７日に帰ってきて、このことで議会がある

ので帰らないといけなかったんですけど、１０日に東京へ行って、１１日の夜遅く帰ってき

た。このことについて、言葉も悪いですけど、アヒルの水かきみたいなもんで、重々二人で

話したように分かっていることなんですよ。これが、計画通りにいけば全て解決することな

んですよ、公社のことで。そのことについて、全力をあげます。そして、中国のことなんで、

どのぐらいかかるか分かりませんが、可能な限り苦しくてもやりくりができて、それまでに

たどりつくように。また、そのほかに、ほかのところともこのあるやつを、そこだけじゃな

くてほかのところとも今いろんな話を、うまくいくかどうかは別として進めております。そ

れと、それはそれとして、基本的に私自身は、かつてくじら館の経営を見てみますと、我々

のときも、海野さん在職、最初のころは３０万切ったらこれは手放さないといけないよって

いうような時代もあったですよね。だけど、そういう中で、私は今はじいてるのは、１３万

５，０００人ぐらい入れば、入るだけのお金が、別に入館だけじゃなくて、それだけが納め

られれば今のくじら館はやっていけるだろうなと、単独で。漁野議員に鯨の売買やらないで、

経営できるくじら館をつくれということですけど、それが可能なんじゃないかなというとこ

ろまできたんですよ。だから、今回、くじら館の大変な努力で１３万人超えたときに、これ

はよかったなと。だから、このことでくじら館がやりくりが苦しいですけども、１３万から
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１３万５，０００人を超えたら、もう単独で、それだけでやっていけますから、来年は１３

万人ちょっと切れるかも分かりませんけど、そこまでやっときたんですよ。この経営につい

ては、私自身も自信をもっております。そして、これからの見込みについては、私自身はそ

の見込みがある、ないにかかわらずやらなければならないと思ってるんですよ。これまでも

そういうふうに私自身がなったときも、こういうくじら館を離してしまったらどうだとか、

もう鯨類は買わなくても、ただの博物館にしたらどうだとか、いろんな議論があった中で、

今の１億８００万円積み立てるとこまできたんで、紆余曲折はありますけど、もう少し見て

いただけないかなと思っております。このことについて、全て投げ打って必死で総力あげて

やってるんですけど、外国のことなんで、だけど、明るい見通しを私自身は掲げて、みんな

だめだ、だめだと言いますけど、私自身は自信を持ってこれをやり切ると思ってますので、

もう少し猶予をいただいて、来年の決算ぐらいには何とか目途をつけたいなと思ってますの

で、それまではいろいろくじら館も苦労があると思いますけど、公社としても何とかやりく

りをして、皆さんに迷惑かけないように頑張っていきたいなと思ってますので、何卒よろし

くお願いいたします。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ３番、海野君。 

○３番（海野好詔君） 

  町長のおっしゃることは分かってます。ただ、やはり館長が本来の博物館の運営がやりや

すいような形で仕事に励んでいただきたいというように思いますので、そこら辺は考慮して

いただきたいと思います。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。１番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  名誉館長は今誰ですか。この実質収支額を聞いたんですけども、令和元年が１億５，１９

６万６，８１２円、令和２年が１億３，８７８万７，７２５円、令和３年が７，８３１万５，

３４６円、令和４年が４，１０８万９，９９２円ということで、令和１年から２年にかけて

は、１，３１７万９，０８７円の減、それから、令和２年から３年にかけては６，０４７万

２，３７９円の減と、令和３年から４年にかけては３，７２２万５，３５０円と、この令和

１年から令和４年にかけて約１億１，０００万円、実質収支額が減っているわけですよ。こ

んだけ開発公社は僕、博物館に迷惑かけてると、約１億１，０００万円ですよ。この令和１

年から２年は違うかも分からんですけど。やっぱり、町長は頑張るというけど、積立金に手

つけやんような、手つけるまでに解決してほしいと僕は思ってます。やっぱり、積立金に手

つけ出すと、ちょっとやばいかなと、その辺ちょっと考えてやってほしいと思います。でも、
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中国もメンツがあるから、処理水で漁獲物の輸入全面差し止めたけど、あれいつまで続くか

なと。でも、中国も意地があるから、これどんなっていくか分からんですけど、なるべく積

立金を崩す前に解決してほしいと思ってます。答弁してください。 

○議長（福田忠由君） 

  三軒町長。 

○町長（三軒一高君） 

  全て努力はしたいと思ってますが、なぜ積立金をするかといったら、ピンチのときに使う

ために積立金してるんですよ。そして、漁野議員が一番これまでくじら館で鯨類を、もう苦

しかったときありましたよね。そのときは、もう鯨類を買うのをやめてしまえと、ただの人

も減らして、ただ見せるだけのでいいじゃないかと、そういうところまで来てましたよね。

私がくじら館の町長に就任したときは、毎年５，０００万円から７，０００万円の赤字出し

てたんですよ。だけど、今、公社とくじら館というのは、苦しいときに一体でやってきたん

ですよ。全てのことに言えませんけど、くじら館が５０周年のとき、７，０００万ちょい入

れましたよね。そういうときもあるんですよ。だから、いいときは、７，０００万をそんな

んは置いててくじら館へ貯金したらいいじゃないかと、そういう議論のときもありましたが、

いいときはやっぱり一般会計に入れていくのが町の公社なり、くじら館なりの最終的な使命

だと私の政治姿勢はそうなんですよ。だけど、これまで１回だけじゃなくて、もっとひどい

ピンチがたくさんあったですね、これまで。だけど、それを乗り越えてきたんで努力はしま

すが、何で積立金をするかといったら、苦しいときにはそれを使いながらでもいくんですよ。

私が町長になって、漁野さんたちが鯨類の販売やってるときに、いろいろやめろ、やめろと

いって一時やめたときあったですね。そのときに、くじら館の積立金がぎりぎりまで使った

ことがかつてあったじゃないですか。そういうときもあるんですよ。悪い意味で、何も積立

金を使いたい、おろしたいという人っていないんですよ。みんなに喜んでもろて、毎回、毎

回こんだけの利益が上がりましたっていうことをやりたいんですけど、事業というのは、漁

野さんも事業をやられたからよく分かってると思いますが。一生そのまま続くということな

いんですよ、紆余曲折ですよ。だけど、そのピンチのときにみんなが知恵を出し合いながら

乗り切るということがもっと大事なんで、乗り切れないことはないんですよ。私はこれまで

くじら館のことをずっと、だめだ潰れていく、離せと言われたけど、私はそういう考えは毛

頭ありません。これから、くじら館というのは、まちの宝物になりますし、また、私がやめ

てからでしょうけど、建て替えもしないといけない、いろんな計画をこれまでつくって、こ

れからつくっていかないといけませんよね。そういう中で、努力していきますんで、もう少

しここ一、二年、漁野さんが中国だからすぐにはいかないよと言ったけど、オーストラリア

だって３年かかって、今なったじゃないですか、輸出の解禁が。だから、我々はいろいろな
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人に言われない、公式に言われませんけど、大変な努力をしてるんです。そこだけ分かって

いただきたいと思います。必ず、解決するということでやってますので、もう解決できる、

もう喜んでもらうと、海野さんと話したときも、やっとあれはいかなかったけど、タイは行

ったんですよ。それも非常に難しくて、非常に苦しかった。だけど、中国がだめなら、何と

かそこだけでもとやったんですよ。だから、いろいろな方向で、頑張りますので、やっぱり

このことを解決したら、全てこれは本当に一般会計にも、減債基金にも積み立てもできると

いう計画を立ててますので、もう少し見ていただければありがたいなと思ってますので、漁

野議員も私と同じキャリア、長い議員キャリアもあるので、紆余曲折あったときには見てき

てるんで、そのときごとにピンチを乗り切ってきたじゃないですか。今度も私は笑いながら

乗り切ろうと思ってますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  １番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  雑種のアルビノはまだ生きたあるんですか。僕は、イルカの販売というの長く続かないと

僕は思っとるんですよ。だって、追い込み見とったら分かるやないですか。なかなか追い込

んでこれないと。商売というのは浮き沈みがあるというのは分かってますけど、やっぱりこ

の今も飼うとる頭数を処分できたら一番いいですけど、これはこれで追い込みの状態を見て

ると、やっぱりこの商売というのは長く続かないと僕は思ってますので、ある程度のとこ来

たらそういうこの商売をやめるということでやってかなんだら、めどつけてやめてかなんだ

ら、それ以上進んでいくとやばなるん違うかなと思っとるんで、町長もその辺分かったある

と思うんで、よろしくお願いします。 

○議長（福田忠由君） 

  三軒町長。 

○町長（三軒一高君） 

  お互い商売やってきて、苦しい中で漁野さんも、私も１０億以上の借金を抱えてやった時

代があります。今回のことについては、いろんな事があるんですが、くじら館は鯨類を販売

しなくても単独でやっていけるように、１３万５，０００人ぐらいだったら、やっとここま

で、やっとできるようになってきたんですよ。そのことについては、言っておきたいなと思

っております。そして、中国どうだこうだと言っても、この何回もここで説明してるんです

けど、なかなか分かってもらえないのかなと思うのは、切り替えてきたじゃないですか。江

戸時代は１頭とって七つの村が潤って、鯨の肉を売ってまち起こしをした。昭和の時代は、

それを見せるということを加えて観光に利用して、今度あのときの町長は、私たちが学生の

とき、まだ我々の年齢が暖海で結婚して家建てて、税収もあのときはすごかったじゃないで
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すか。そのとき、将来、鯨が捕れなくなるって、私たちは大学のときに、いやこの町長、お

じさんもおかしなったんやないかなと思った時代がありましたが、そのときの町長は、将来、

鯨が捕れなくなる恐れがあるから、くじら館を世界一のをつくって、この税収をもって雇用

を安定させないとだめなんだという一つの信念をもってましたよね。だから、我々は鯨のか

かわりをやめられないまちなんで、我々は江戸時代、また昭和、この令和の時代は、今度は

学術的に利用して、学術としてこの鯨でまち起こしをすると。だから、そのことについて、

今、国ともいろんな話を、鯨研ができることによって、こんなによくなったんやよという、

具体的にここ何年間で表せるようにしたい。ただ、全てのことを言いたいんですけど、まち

には反捕鯨もあって、国に何か訴えるとか、もうそういうことばかり起こるんで、全ては言

えませんが、このことによって歴史がはっきり証明することなんで、漁野議員の心配事もあ

るんでしょうけど、任せていただければ、この私がおる任期中、頑張って解決していきたい

なと思っております。その点で、ご理解をいただけたらよろしいんじゃないかなと、どうで

しょうか。そういうふうにお願いして、やりますので、ちょっと何年か見ててください。よ

ろしくお願いします。 

○議長（福田忠由君） 

  稲森くじらの博物館長。 

○くじらの博物館長（稲森大樹君） 

  くじらの博物館の名誉館長のことについてですが、加藤秀弘先生になります。水産学博士

の鯨類学研究室でして、東京海洋大学の名誉教授、そして日本鯨類研究所の顧問でございま

す。後もう１件、アルビノのバンドウイルカですけども、現在も生存していて飼育しており

ます。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。７番、三原君。 

○７番（三原勝利君） 

  特に込み入った質疑はないんですけど、自分なりにちょっとお願いしようかなと思ってる

の、大きな波を皆さんが語ってしまったので、私の質問がなくなりました。なくなりました

けど、町長の話にもありましたように、大体１４万人の入館者が展示あるいは広報で確保で

きれば、くじらの博物館が生きていくためには、現在以上にその道が開けていると私は思っ

ております。特に、副館長はじめ非常にきめ細かい展示や工夫をされているのは、常々私感

心して見守っておりますし、これからもその線は十分くじら館の基本として頑張っていただ

きたいと、これ質問ではないんですけど、今度また、鯨類研究所ができますね。こことのつ

ながりというのは、余り今具体的に今くじら館はないと思うんですけど、太地へああいう立

派な施設ができれば、その施設との関係においても広報力、展示力、また非常に大きな広が
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りができるんじゃないかと思っておりますので、つまらん質問はこんだけなんですけど、そ

ういう意味で、これからも頑張っていただきたいということだけお願いしておきたいと思い

ます。 

○議長（福田忠由君） 

  稲森くじらの博物館長。 

○くじらの博物館長（稲森大樹君） 

  ありがとうございます。日鯨研のことなんですけれども、一応、令和２年に学術交流及び

協力ということで協定を結んでおります。今、森浦湾中心として学術研究、共同研究もして

おりますし、後は今本館、くじらの博物館の本館１階でも共催という形で展示のほうも進め

ております。これから、いろいろと施設のほうも移転してくるだろうと思いますので、いろ

いろ交流しながら、拡充しながら進めていきたいと思います。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  質疑を終わります。討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  討論を終わります。これから、認定第６号、令和４年度特別会計太地町くじらの博物館事

業歳入歳出決算認定の件を採決します。お諮りします。この決算は原案のとおり認定するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  異議なしと認めます。したがって、認定第６号、令和４年度特別会計太地町くじらの博物

館事業歳入歳出決算は認定することに決定いたしました。 

                                           

△日程第２１ 認定第７号 

○議長（福田忠由君） 

  日程第２１ 認定第７号、令和４年度企業会計太地町水道事業会計決算認定の件を議題と

します。事務局長に朗読させます。 

（事務局長朗読） 

○議長（福田忠由君） 

  説明を願います。脊古産業建設課副課長。 
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○産業建設課副課長（脊古 景君） 

  令和４年度太地町水道事業決算についてご説明させていただきます。１ページをお願いし

ます。収益的収入及び支出でございます。消費税込みの決算報告書となっております。収入

につきましては決算額が８，１８４万６，０９０円となっております。内訳としまして１項、

上水道営業収益、７，２８０万２，５１０円、２項、営業外収益、８４３万５３６円、３項、

簡易水道営業収益、２９万４８０円、４項、特別利益、３２万２，５６４円でございます。

支出につきましては、１款、水道事業費用は決算額、７，９１１万８，９７４円です。内訳

としまして、１項、上水道営業費用、６，８２９万４，９４９円。２項、営業外費用、１，

０３５万４，７７７円。３項、簡易水道営業費用、４６万２，５３８円。４項、特別損失、

６，７１０円でございます。２ページをお願いします。資本的収入及び支出でございます。

支出につきましては、１款、資本的支出は決算額、３，５９０万２，５６３円となっており

ます。内訳としまして、１項、建設改良費が１，７０４万９，０７０円となっており、主な

ものとしまして水道施設用地購入などを行っております。２項、償還金につきましては、企

業債の元金償還金として、１，８８５万３，４９３円を返済しております。なお、欄外に記

載のとおり資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、３，５９０万２，５６３円につ

きましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１５万７００円、過年度分損

益勘定留保資金３，５７５万１，８６３円及び当年度損益勘定留保資金９万４，５３４円で

補填しております。こちらについては企業内部留保資金となっております。３ページをお願

いします。令和４年度の損益計算書となっております。こちらは消費税抜きの金額で記載し

ております。下から４番目に記載しております２４８万５，１６６円が当年度の純利益とな

っております。こちらの当年度純利益に前年度繰越利益剰余金７２２円を足しました２４８

万５，８８８円が当年度未処分利益剰余金となっております。５ページをお願いします。先

ほどの未処分利益剰余金につきましては、剰余金処分計算書（案）のとおり利益積立金へ１

２４万円、建設改良積立金へ１２４万円、合計２４８万円を積み立てる内容となっておりま

す。６ページをお願いします。貸借対照表となっております。まず資産の部につきましては、

１、固定資産の合計が１０億１，９４２万３，８１９円でございます。２、流動資産につき

ましては１億４，４１８万８９７円となっております。未収金につきましては、水道料金の

未納分などとなっております。１と２を合計しました資産の合計金額が１１億６，３６０万

４，７１６円となっております。７ページをお願いします。負債の部でございます。３、固

定負債ですが、こちらは償還時期が１年以上先にある企業債元金の合計を計上しておりまし

て、残高につきましては４億７，１３９万９，５０４円でございます。４、流動負債でござ

います。この（１）にも同じ企業債がございますが、こちらは償還期限が１年未満となった

企業債元金を計上しておりまして、１，９２０万８，５７４円でございます。流動負債の合
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計につきましては、２，６８５万７，２１９円でございます。なお、企業債元金の残高の合

計につきましては１６ページにございます企業債明細書、こちらの一番下の計の欄にも記載

しておりまして、４億９，０６０万８，０７８円が令和４年度末の企業債残高となります。

もう一度７ページをお願いします。３、固定負債と４、流動負債に５の繰延収益、１億９５

６万７６３円を合算したものが負債の部の合計となります。合計は６億７８１万７，４８６

円でございます。次に資本の部でございます。６、資本金の合計額が４億１，４９９万４，

２３７円となっております。７、剰余金の合計が１億４，０７９万２，９９３円です。６、

資本金と７、剰余金を足した金額が資本の部の合計となりまして、５億５，５７８万７２３

０円でございます。こちらの負債資本の合計額は１１億６，３６０万４，７１６円でござい

ます。そのほか、事業報告の資料となっております。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  説明を終わります。質疑を行います。１番、漁野君。 

○１番（漁野尚登君） 

  １点だけ、現金預金が１１億３，６６０万５，０４８円で、前年比１２１万２，９４１円

の微増というか、こんだけの現金預金はあるんですけれども、純利益が２４８万５，１６６

円しかないと、これ令和２年に１，３４１万８４３円あったんですよ。令和３年で５３０万

１２６円あって、令和２年から３年にかけては８１１万１２７円の減と、令和３年から４年

にかけては、２８１万４，９６０円の減ということで、純利益が３年間で１，０００万円ぐ

らい減っているわけですよ。これ非常に心配してるんですけども、これでも当分値上げしな

いでもやっていけるんですか。非常に心配してるんですけど、利益がこんだけしかないのに、

何年ぐらいこれ今の水道料金でやっていけるか、その辺ちょっと上司とも話し合うたことあ

ります。 

○議長（福田忠由君） 

  脊古産業建設課副課長。 

○産業建設課副課長（脊古 景君） 

  漁野議員おっしゃるように、純利益がこの２年で１，０９２万円ほど減少しておりまして、

人口減少による給水収益の減少とか、物価高騰が影響しているんですけども、現金支出を伴

わない費用としての減価償却費も９２０万円ほど増加しております。そのため、現金とか預

金、それほど大きく減少しておりませんけども、やはり、水道事業の健全な運営をするため

にも、今後、上司とも相談しながら、いろいろ検討していけたらと思っております。以上で

す。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。２番、森岡君。 
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○２番（森岡茂夫君） 

  先ほどの打ち切られた質問は、ほかの人が手をあげるかと思ってちょっと様子を見てたも

んでんですから、すいません。９ページ、一番上の水道施設用地、新たに購入しております。

これの面積と所有者数を教えてください。今、漁野議員から経営悪化の心配が質疑がありま

したが私はその９ページの一番下の有収率、これ海野議員からも前に指摘されております。

この５６．６％、これがほかの市町村やなんかではどのぐらいのレベルで推移してるのか、

海野議員の指摘の後、調査してるかどうか。それから、今年度、それに対する手当をどうい

う対策をとったのか、お答えください。 

○議長（福田忠由君） 

  脊古産業建設課副課長。 

○産業建設課副課長（脊古 景君） 

  この水道用地につきましては、面積は３筆で２，５０７平方メートルとなっておりまして、

１名の方から購入しております。有収率なんですけども、近隣の詳しい数字は把握してない

んですけども、太地町としましては低水準となっております。対策としましては、漏水を発

見次第、修繕は行ってるんですけども、修繕を行った後、またそのほかの弱いところで漏水

が発見されるといったことを繰り返して、なかなか有収率の上昇にはつながっていないとい

うところが現状となっております。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。２番、森岡君。 

○２番（森岡茂夫君） 

  海野議員の指摘があったときに、私すぐほかの市町村だとか県へ問い合わせしましたら、

県のほうから総務省が毎年データ発表してるから、そちらをダウンロードしてくれと言われ

て、この議会の前に直近のデータをダウンロードしました。そしたら、全国平均が何と８９．

７％なんですよ。もうはるかに太地の場合下回っている。ということは、私が今日朝９時に

議会に来る前に、水道を閉めずにここへ来てしまって、この時間までずっといるのと同じな

んですよ。要は、水が垂れ流しになっている状態で、新たに土地を買ったりだとか、ポンプ

場も更新するというふうに予算で既にもう承認されておりますね。水道も閉めないままに、

そういったことを新しい家で浄水器を買おうだとか、そういう話し合いが全く無駄なのと同

じで、ここのところを改善しなかったら、私は太地の水道料金は非常に厳しい状態になると

思いますが、いかがですか。 

○議長（福田忠由君） 

  脊古産業建設課副課長。 

○産業建設課副課長（脊古 景君） 
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  昨年度は行っていないんですけども、それ以前に漏水調査等を行っておりまして、なかな

か有収率の上昇につながっていないというところがございます。そちらも担当としましても、

すごく懸念しているところでございます。また、今後、改善できるよう、いろいろ上司とも

相談しながら検討していけたらと考えております。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。２番、森岡君。 

○２番（森岡茂夫君） 

  昨日、上下水道のデータベース化、上水道のデータベース化の話がありましたけど、その

中には１、口径、それ以外にいつ埋設されただとか、そういったデータがきちっとリンクさ

れているのかどうか。要は、今、小泉内閣以来、公共施設の管理機能を高めろということで、

随分うるさく言われて、太地町も公共施設のそういう報告書をつくったことがありましたけ

ど、この上下水道に関しては、もう一歩踏み込んだ管理データが必要になるんじゃないかな

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（福田忠由君） 

  脊古産業建設課副課長。 

○産業建設課副課長（脊古 景君） 

  今回、下水道事業のほうで台帳整備の予算計上させていただいてたんですけども、そちら

は下水道台帳のみの予算となっておりまして、上水道につきましては、既に電子化されたも

のございまして、それにつきましては、整備も含めまして今年度検討している、業者とも検

討しているところでございます。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  質疑を終わります。討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  討論を終わります。これから、認定第７号、令和４年度企業会計太地町水道事業会計決算

認定の件を採決します。お諮りします。この決算は原案のとおり認定することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  異議なしと認めます。したがって、認定第７号、令和４年度企業会計太地町水道事業会計
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決算は認定することに決定いたしました。 

                                           

△日程第２２ 議員派遣の件 

○議長（福田忠由君） 

  日程第２２ 議員派遣の件を議題といたします。事務局長に朗読させます。 

○事務局長（漁野チエミ君） 

  議員派遣の件。令和５年９月１２日、本議会は、地方自治法第１００条第１３項及び会議

規則第１２９条の規定により、次のとおり議員を派遣するものとする。記１、東牟婁郡町村

議会議長会全議員研修会、主催、東牟婁郡町村議会議長会。（１）目的、議会議員としての

資質の向上に資するため。（２）派遣場所、那智勝浦町１１６５―２、ホテル浦島。（３）

期間、令和５年１０月４日（水）の１日間。（４）派遣議員、漁野尚登議員、森岡茂夫議員、

海野好詔議員、久原拓美議員、塩崎伸一議員、筋師光博議員、花村計議員、水谷育生議員、

福田忠由議員。２、南紀熊野ジオパーク東牟婁議員連盟協議会令和５年度研修会、主催、南

紀熊野ジオパーク東牟婁議員連盟協議会。（１）目的、議会議員としての資質の向上に資す

るため。（２）派遣場所、古座川町。（３）期間、令和５年１０月１１日（水）の１日間。

（４）派遣議員、漁野尚登議員、森岡茂夫議員、海野好詔議員、久原拓美議員、塩崎伸一議

員、筋師光博議員、花村計議員、水谷育生議員、福田忠由議員。３、令和５年度委員長・副

委員長研修会、主催、和歌山県町村議会議長会、（１）目的、議会議員としての資質の向上

に資するため。（２）派遣場所、和歌山市茶屋ノ丁２番１、和歌山県自治会館２階大会議室。

（３）期間、令和５年１０月２４日（火）の１日間。（４）派遣議員、久原拓美議員、塩崎

伸一議員、筋師光博議員、水谷育生議員。以上です。 

○議長（福田忠由君） 

  質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  質疑を終わります。討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  討論を終わります。これから議員派遣の件を採決します。お諮りします。本件はお手元に

配付したとおり議員を派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件はお手元に配付したとおり議員を派遣す
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ることに決定いたしました。お諮りします。ただいま決定された議員派遣の内容に、今後、

変更を要するときは、その扱いを議長に一任されたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（福田忠由君） 

  異議なしと認めます。したがって、議員派遣の内容に、今後、変更を要するときは、その

扱いを議長に一任することに決定いたしました。 

                                           

△散  会 

○議長（福田忠由君） 

  本日は、これで散会いたします。明日は午前９時より再開いたします。 

 

散会 午後２時４６分  
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